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序     文 
 

 
日本国政府はイラン・イスラム共和国政府の要請に基づき、2007 年11 月より同国におい

て「アンザリ湿原環境管理プロジェクト」を実施してきました。 
 
国際協力機構は、このたび評価5 項目における評価の実施と提言・教訓を導き出すための

終了時評価調査団を2012 年 5月 11 日から 6 月 1 日の日程で派遣しました。調査団は、

イラン側メンバーと合同評価チームを構成して現地調査を行い、その結果を合同評価報告書

としてミニッツに取りまとめ、署名交換を行いました。 
 
本報告書は、終了時評価調査時の調査及び協議に基づく結果を取りまとめ、今後の協力へ

の活用を通じ、更なる発展に繋がることを目的としております。 
 

最後に、これら一連の調査及び協議にご協力とご支援を頂いた関係者の皆様に対し、心

より感謝申し上げます。 
 
 

平成 25 年 9 月 
 

独立行政法人国際協力機構 
地球環境部長 不破 雅実 
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評価調査結果要約表 
 

１． 案件の概要 
国名：イラン・イスラム共和国 案件名：アンザリ湿原環境管理プロジェクト 
分野：自然環境保全・生物多様性保全 協力形態：技術協力プロジェクト 
所轄部署：地球環境部森林・自然環境グループ 協力金額：

協力期間：2007 年 11 月～2012 年 8 月 先方実施機関：イラン国環境庁（DOE） 
日本側協力機関：環境庁（DOE）  
１－１ 協力の背景と概要 

イラン・イスラム共和国（以下、「イラン」と記す）のカスピ海沿岸に位置するアンザリ湿原（約 193km2）は、渡り

鳥の飛来地として国際的に知られており、1975年にはラムサール条約湿地（150km2）として登録された。アンザリ湿原

はアフリカ／ヨーロッパ飛来経路とアジア／太平洋飛来経路が重なるカスピ海南岸の湿原の中でも特に渡り鳥の利用率

が高く、またオジロワシ、カワウソ等、鳥類・魚類を中心に絶滅危惧種が生息することから、国際的に見て重要な湿地

である。しかし、その後の人為的影響により環境が悪化し、1993年には優先的な保全措置が必要な湿原としてモントル

ーレコード1に追加された。その後もアンザリ湿原の環境は、下水･排水や廃棄物の流入、上流域からの土砂の流入等に

より悪化が進行している。 
このような状況の下、イラン政府はアンザリ湿原保全を目的とする総合調査に必要な技術協力を日本国政府に要請し、

JICAは2003年から2005年3月まで、開発調査「イラン国アンザリ湿原生態系保全総合管理計画調査」を実施した。当

調査では、1）アンザリ湿原保全のための総合的なマスタープラン（M/P）の作成、2）パイロット活動（M/P において

特定された対策の一部）の実施、3）湿原管理能力向上のための関係機関及び職員を対象としたキャパシティデベロップ

メントの支援を行った。 
イラン政府は次なるステップとして、M/P の主要項目のうち技術的支援を必要とする湿原保全メカニズムの構築、ゾ

ーニングの詳細な枠組みの構築等についての技術協力プロジェクトの実施を日本国政府に要請した。この要請を受け、

JICAは2006年10月に事前調査団を派遣し、プロジェクト実施に向けた関連情報収集やイラン国政府関係者との協議・

調整等を行った。その後、2007 年 2 月に討議議事録（R/D）を締結し、C/P をイランの湿原管理を所管している環境庁

（DOE）、DOEギラン州局とし、同年11月1日からプロジェクトが開始された。 
プロジェクトの中間地点にあたる 2008 年 10 月からイラン側の意向によりプロジェクトは休止状態にあったが、2010

年4月にプロジェクト実施機関であるDOEから本協力の再開を要望する意思が示されたため、プロジェクト再開後の体

制、活動の整理等を目的とした運営指導調査団を2010年9月に派遣し、イラン側関係機関とプロジェクトの再開につい

て合意した。2011 年 4 月以降、引き続き DOE、DOEギラン州局をC/Pとしてプロジェクト活動が実施されている。

１－２ 協力内容 

(1) 上位目標 
DOE を中心としたアンザリ湿原管理体制により、順応的管理が実践される。 

（2） プロジェクト目標 
組織的及び技術的側面を含む、DOE を中心としたアンザリ湿原管理のための基礎システムが構築され

る。 
（3） 成果 

1) DOE を中心とした総合的湿原管理のための組織的枠組みの基礎が構築される。 
2) 湿原管理のためのモニタリング手法が確立される。 
3) ゾーニングが確定され、アンザリ地域の社会・経済状況及び環境に配慮したゾーン毎の管理計画（規

制及び規則）案が作成される。 
4) アンザリ湿原環境教育センターを活用した環境教育の基礎が確立される。 
5) エコツーリズムの基礎が確立される。 

（4） 投入（評価時点） 
（日本側）専門家派遣：2007 年 11 月～2008 年 10 月で 5 名 （22.4 M/M）、2011 年 4 月～2012 年 8 月で 6

                                                        
1 正式には「生態学的変化が既に起こっており、起こりつつあり、または起こるおそれのあるラムサール条約登録湿地

の記録」であり、積極的保全の必要性が高い、環境破壊が危惧されるラムサール条約登録湿地をリスト化したもの。 
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名（28.7 M/M 予定） 
本邦研修：2008 年 4～5 月に 2 名、2011 年 9 月に 5 名が参加 
資機材供与：オフィス機器、車両 2 台 
現地業務費：4,959 万円（C/P 研修、供与機材費、現地業務委託、ローカルスタッ 

フの雇用など） 
（イラン側）C/P：2011 年 4 月の再開後は、プロジェクトディレクターとプロジェクトマネジャー（DOE

テヘラン本庁）、州プロジェクトコーディネーターと副プロジェクトマネジャー（DOE
ギラン州局）を含む 13 人 

活動費：一部の現地活動費を負担したが金額は不明、プロジェクト事務所などの現物供与 
（5） プロジェクトサイト 
  アンザリ湿原（ギラン州アンザリ市・ソメサラ市） 

 
２． 終了時評価調査団の概要 
調査団構成 1.高田宏仁（団長/総括）JICA 地球環境部森林・自然環境保全グループ 

 森林・自然環境保全第二課長 
2.関口卓哉（協力企画）JICA 地球環境部森林・自然環境保全グループ 

森林・自然環境保全第二課 
3.奥田浩之（評価分析）合同会社適材適所 
4.Ms Asieh Saber Moghaddam（通訳） 
5.Mr. Asan Baghernzdeh（イラン側評価委員代表）Head of Water Quality and Environmental Bureau, 

Guilan Regional Water Organization （GRWO）  
6.Mr Reza Khodarahmi（評価委員）Expert of Agriculture Water and Waste Water of Environmental 

Office, Agricultural Research and Extension and Education Organization 
（AREEO）  

調査期間 2012 年 5 月 12 日～2012 年 5 月 31 日 調査種類：終了時評価 

３． 評価結果の概要 
３－１ 実績の確認 

(1) 成果 1 
成果1の指標はプロジェクト期間内に達成される見込みである。2011年7月6日の第1回アンザリ湿原合同

管理委員会（AWMC）において、ギラン州知事（内務省）がAWMC設置にかかる州決定に署名し、これに

よって 州計画・開発評議会の下に同委員会の設立が正式に宣言された。続いて、2011年10月29日に開催

された州計画・開発評議会において、AWMCの設置が州法として承認された。 
(2) 成果 2 

成果2の指標は達成されている。環境モニタリングマニュアル案が作成され、第1回AWMCにて承認され

た。その後、地理情報システム（GIS）及びリモートセンシングにかかる研修、鳥類モニタリング研修、

物理化学・生物学モニタリング研修、更にモニタリングと結果のフィードバックの仕組みにかかる研修が

行われた。また、環境モニタリング案に基づいて、水質・底質、プランクトン、ベントスのモニタリング

測定が毎月実施され、その分析結果については2011年12月に暫定版として報告書に取りまとめられた。環

境モニタリング案については、これらの研修や実際のモニタリング実施の結果を反映して修正されてき

た。 
(3) 成果 3 

成果3の指標はプロジェクト期間中に達成される見込みである。社会経済調査の結果や、道路建設計画、

法律に基づく規制地区、ASTER衛星画像などの地理情報を基に、M/P時に作成されたゾーニングマップが

更新された。ゾーニング案と各ゾーンにかかる規則・規制については、地域住民に対する意見聴取会、関

係機関の専門家による検討、第2回AWMCにおける説明を経て、次回第3回AWMCで承認を受けるための最

終案の作成作業が進んでいる。 
(4) 成果 4 

成果 4 の指標はプロジェクト期間中に達成される見込みである。環境教育のためのアクションプラン案

が作成され、第 1 回 AWMC にて承認された。アンザリ湿原にかかる環境教育ビデオ（各 15 分間程度）や、

小学生の環境教育のための教材（ブックレット『アンザリ湿原の環境を知ろう』、カルタ、すごろく）が

ii



 
 

作成され、これら環境教育教材を使ってパイロット的な環境教育活動が DOE 専門職員により実施され

た。パイロット活動の結果も踏まえて、アクションプラン案の改訂と最終版の作成が進んでいる。 
（5） 成果 5 

成果 5 に係る指標はプロジェクト期間中に達成される見込みである。エコツーリズムのためのアクショ

ンプラン案が作成され、第 1 回 AMWC にて承認された。DOE 専門職員によるネイチャーガイド研修やパ

イロットエコツアーの実施、旅行提供者、旅行者、政府組織等を対象としたアンザリ湿原エコツーリズム

指針案の作成、さらに、DOE ギラン州局、GCHHTO（ギラン州文化・遺産・手工芸・観光局）、旅行代

理店の 3 者を事務局とするアンザリ湿原エコツーリズム推進協議会にかかる設立概要が作成された。また、

エコツーリズムのための小規模施設の建設については、2012 年 5 月時点で 90%終了している。 
 

 
（6） プロジェクト目標 

プロジェクト活動により作成された環境管理活動のためのツール（成果 2～成果 5）は、2012 年 6 月の

第 3 回 AWMC で承認される予定であり、これにより環境管理活動を今後実施していくための基礎が確立

（プロジェクト目標）される見込みである。また、これらのツールは、収集された環境モニタリングデー

タ、GIS、リモートセンシング、社会経済調査といった入手可能な科学的データに基づき作成されている。

 

３－２ 評価結果の要約 

（1） 妥当性 
プロジェクトの妥当性は高い。 

・ 第 5 次イラン開発 5 カ年計画（2010 年～2015 年）は、第 187 条、191 条、192 条、193 条で生態系管理

と生物多様性保全の必要性に触れており、プロジェクトは、こうした国家計画だけでなく国内湿原管理

や環境モニタリングといった DOE の職務にも整合している。 
・ 現在も続くアンザリ湿原の環境悪化の状態・傾向から、アンザリ湿原環境管理に取り組むための基本文

書として、2005 年に作成された M/P は依然として有効である。 
・ 日本のイランに対する ODA 政策では自然環境の保全と汚染防止が支援重点分野の 1 つとなっている。

 
（2） 有効性 
プロジェクトの有効性は高い。 

・ 2 年間の総合調査（M/P）を踏まえて、プロジェクトはこの中から DOE が活動の中心を担う湿原生態管

理計画、環境管理計画、組織制度計画に焦点を当ててデザインされており、現実的で達成可能なプロジ

ェクト目標と、その達成に必要な 5 つの成果により構成されている。 
・ 2011 年 4 月再開後のプロジェクトの進捗は著しく、指標に基づき判断すると、プロジェクトは終了時ま

でに各成果をほぼ産出し、プロジェクト目標を達成することが予想される。 
・ 縦割り行政の弊害やセクター横断的な制度的枠組みの不在が指摘されているイランの現状がある中で、

幅広い利害関係者を構成メンバーとする意思決定・調整機関として AWMC が設立されたことは、本プ

ロジェクトによる最も著しい成果であると認識されている。 
 

（3） 効率性 
プロジェクトの効率性は高い。 

・ プロジェクトに対する日本側の投入は、効果的・効率的に実施されている。日本側チームは 6 人の専門

家（及び 6 人の現地雇用スタッフ）から構成されており、プロジェクト期間をとおして日常の業務を共

に実施することで C/P に技術移転を行い、C/P からの評価も高かった。  
・ 2011 年 4 月のプロジェクト再開後、州プロジェクトコーディネーター及び副プロジェクトマネジャーを

はじめとする DOE ギラン州局 C/P のプロジェクト活動への熱心な参加は、プロジェクトの大きな促進

要因となった。一方で、プロジェクトマネジャーが DOE テヘラン本庁に置かれたことについては、円

滑なプロジェクト運営という効率性の観点からは阻害要因であったと認識された。 
・ 2011 年 4 月の再開後、プロジェクト事務所は DOE ギラン州局内に設置され、日本人専門家と C/P との

間のコミュニケーションは良好であった。DOE ギラン州局では、プロジェクトの運営・調整のための隔

週会議が 2011 年 4 月から現在まで 20 回開催されており、日本側・イラン側の良好な調整・協働のもと

効率的にプロジェクトが実施されてきたことを示した。 
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（4） インパクト 
プロジェクトのインパクトは、現時点では中程度である。 

・ AWMC は活動を開始したばかりであり、プロジェクト目標（DOE を中心としたアンザリ湿原管理のた

めの基礎システムの構築）と上位目標（アンザリ湿原管理体制による順応的管理の実践）との間の開き

は、当初考えられていたより現時点では更に大きいと認識されている。 
・ プロジェクトは 2 年の実施期間であり、プロジェクトの枠組み外における活動や影響については、現時

点では限られたものとなっている。そうした中でもアンザリ湿原と釧路湿原の間のパートナーシップ協

定、国連開発計画（UNDP）/地球環境ファシリティ（GEF）「イラン湿原保全プロジェクト」との情報

共有、「アンザリ宣言」のラムサール条約事務局による紹介など、いくつかの正のインパクトもみられ

た。   
・ アンザリ湿原における順応的管理の実践（上位目標）については、AWMC による管理活動（プロジェ

クトによる各成果）の少なくとも年 1 回の評価とアップデートが指標として設定されている。AWMC
に関する州法には管理活動は AWMC の責務であることが明記されており、更に AWMC が管理活動を

評価・アップデートできる仕組みは第 3 回 AWMC で各成果が承認されることで構築されることが期待

される。現時点では、AWMC は上位目標に向けた取り組みを開始したばかりである。 
 

（5） 持続性 
プロジェクトの自立発展性の見込みは、中程度である。 

・ AWMC 運営のための調整、環境モニタリングの実施、ゾーニングマップの改訂、環境教育やエコツー

リズムのパイロット活動などについて、DOE は積極的に業務を実施してきており、プロジェクトを通

して湿原管理のための C/P の能力は向上し、さらに今後も各 DOE 事務所内に留まることが見込まれる

ことから、技術的・人材的な観点からはプロジェクト活動は持続する可能性は高い。   
・ イラン政府は MOJA（農業開発推進省）が実施する国家事業である「アンザリ湿原再生プロジェクト」

などの予算措置はしているものの、州予算による配分予測は困難であり、タイムリーな支出も期待でき

ない現状から、プロジェクト活動への計画的な予算手当となっていない状況である。また、2012 年 7
月から始まる次期のイラン会計年度からは、環境モニタリングの継続、AWMC の運営、ゾーニングの

実施、環境教育・エコツーリズムの実践のための予算を DOE が確保する必要がある。  
・ プロジェクトで設立された AWMC の運営と業務については、始まったばかりであり、その安定的な開

催継続に向けて今後実務レベルでの調整や運営支援の仕組みを考えていくことが必要となっている。ま

た、DOE ギラン州局では AWMC 運営に責任をもつ部署が現時点では決まっていない状況である。 
 

３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1） 計画内容に関すること 
 特になし。 
 
（2） 実施プロセスに関すること 

DOE ギラン州局 C/P の積極的なプロジェクト活動、AWMC 設立におけるギラン州知事及び日本大使の

協力、第 5 次イラン開発 5 カ年計画や MOJA「アンザリ湿原再生プロジェクト」など国の湿原管理に向け

た取組みの存在などが、プロジェクトの成果指標の達成に貢献した。 
    
３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（1） 計画内容に関すること 
 特になし。 
  
（2） 実施プロセスに関すること 

組織間の縦割り構造が強く参加機関の間で分野横断的な協力・調整に向けた取り組み意識が低いこと、

また効率性の観点からは、プロジェクトの責任と実施がプロジェクトマネジャー及び州プロジェクトコー

ディネーターとして 2 つのポジションに分かれたことが阻害要因として挙げられたが、日本人専門家によ

るコーディネートや AWMC の組織化により目標達成には大きく影響を与えなかった。 
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３－５ 結論 

湿原の保全は、イラン開発計画の中にも位置づけられ、ラムサール条約など国際的な観点からも重要であ

ることから、プロジェクトの妥当性は高い。プロジェクトは M/P（2003 年～2005 年）に基づき効果的に構

成されており、2 年半の休止にも関わらずプロジェクト目標の達成にむけ着実に進展していることから、プ

ロジェクトの有効性は高い。プロジェクトは、イラン側・日本側双方のスタッフによる努力と、両者間の良

好なコミュニケーション・円滑な協力により実施されてきており、効率性についても高いと判断される。現

時点ではプロジェクトによる正のインパクトはまだ発現するには至っていないが、2011 年 9 月に署名された

DOE と釧路国際ウェットランドセンター（KIWC）の覚書は、将来の両者の協力と交流に向けた顕著な進展

と考えられる。現時点でのプロジェクトの持続性の見込みは中程度である。これは、DOE の技術的・人材的

な観点からはプロジェクト活動は持続する可能性は大きいものの、財政面の不確実性と、今後 AWMC の持

続的な開催を担保していくことが求められるためである。 
 

３－６ 主要な提言 

1) AWMC の適切な運営 
本プロジェクトで構築されたアンザリ湿原管理員会は多数のステークホルダーの連携のもとアンザリ

湿原を持続的に管理していくうえで極めて重要である。したがってプロジェクト終了後も AWMC が引き

続き継続的に運営されることが望まれる。そのためにギラン州政府並びに DOE は、AWMC の運営・事務

を務める部署の明確化、サブコミッティー・実務者レベル会合の設置等に留意するべきであり、DOE と

プロジェクトはこれらの点の詳細について更に議論を深めることが望まれる。 
 

2) 継続的モニタリング並びに管理体制へのフィードバック 
 上位目標である順応的管理の実践に向け、DOE は継続的にモニタリングを実施し、その結果を踏まえ

AWMC を通じて各種マニュアル・アクションプランを改訂していくことが望まれる。さらに、本プロジ

ェクトでモニタリングを実践した鳥類・水質調査だけでなく、マニュアルの中で言及されている魚類や微

生物等へモニタリング項目を拡張していくことが望まれる。 
 

3) 他の湿原への湿原管理手法の普及 
 イランではアンザリ湿原のほか複数のモントルーレコード登録湿地があることなどを踏まえ、アンザリ

湿原の管理手法は地域的近似性が認められるイランないしは近隣諸国の湿原においても有効であると考

えられる。したがって、他の湿原に適用可能な汎用性の高い湿原管理マニュアルを作成する、他の湿原管

理者をギラン州に招き OJT を実施する、ラムサール地域センターと連携するなどにより、普及を図ること

が望まれる。 
 

4) 総合的湿原管理システムの構築 
2003年から 2005年の開発調査で作成されたM/Pにおいて、今回のプロジェクトの成果以外に流域管理、

下水・排水管理、廃棄物管理も実施すべきことが提示されている。これらに係る活動についても AWMC
を通じ実施が推進されることが期待される。また、現在 MOJA が実施中のアンザリ湿原再生プロジェクト

との連携を図ることも望まれる。 
 

5) 釧路との協力実績の構築 
 第 1 回湿原管理委員会において、ギラン州知事及びイラン国日本大使がアンザリ湿原と国別研修実施先

である釧路湿原とのパートナーシップについて言及した。プロジェクトが目指すアンザリ湿原の順応的管

理の達成のためにも、本パートナーシップは有効であると考えられる。したがって DOE 並びに AWMC は

パートナーシップの推進に資する活動を実践していくことが望まれる。 
 

３－７ 教訓 

1) プロジェクトの当初計画を超えた柔軟な活動の実施 
本プロジェクトでは期間中に浮上した、当初計画で想定していなかった取組みに対する現地ニーズに柔

軟に対応してきたが、このことはプロジェクト目標を円滑かつ十分に達成させ、またプロジェクトの持続

性を高める上で極めて効果的であった。たとえば、1） アンザリ湿原と釧路湿原の交流の促進、2） アン

ザリ宣言の採択、3） ラムサール条約 COP11 での発信、4） スタディツアーの実施、5） 湿原マネジメ
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ントガイドラインの策定等が挙げられる。これらの活動はプロジェクトの実施を促進し、持続性を高めて

きたと考えられ、プロジェクト実施時に当初計画で想定していなかった活動を通じてプロジェクトの成果

を向上させる重要性を示唆するものである。 
 

2) 高位の関係者の関与 
本プロジェクトにおける重要な成果の 1 つとして AWMC への多様なステークホルダーの参加を実現さ

せたことが挙げられるが、これにはギラン州知事並びに日本大使が第 1 回 AWMC に参加したことが大き

く寄与した。そのため、特にイランにおいて案件を実施する場合は双方の高位の関係者の協力を促すこと

が極めて効果的であると考えられる。こうしたアプローチは草の根レベルの活動を支援するハイレベルの

意思決定にもつながりうる。 
 

3) C/P に対する視覚的な技術指導の必要性 
一般に、日本の技術協力はプロジェクト終了後の持続性を確保するため OJT 形式で行われており、C/P

のキャパシティディベロップメントや日本人専門家との信頼関係構築の面で効果を挙げている。しかしな

がら、管理職の職位にあるスタッフ等が、日本人専門家による日常的な実務指導に触れる機会を多く持た

ない場合、こうした技術協力の見えにくさが実施上の弊害となるケースがみられる。したがって、講義や

セミナー、プレゼンテーションを行うなどといった目に見える指導を行うことによって、管理職スタッフ

に日本人専門家の技術や知見を明示することも、プロジェクト活動への理解を深め、持続性を高めるため

に効果的であると考えられる。 
 

３－８ フォローアップ状況 

今回のプロジェクトの成果はイランの湿原管理における先進的な取り組みであり、イラン国内の他の湿原

に普及していく意義は大きく、イラン側からのその要望が出されている。また、上位目標達成に向けての取

り組みも必要かつ重要なテーマであり、これらについても、フォローアップの検討を行う意義はあると思わ

れる。イラン側の要望も踏まえ、本報告書作成時点ではフェーズ 2 の実施が決定した。 
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Summary of Terminal Evaluation 
1.  Outline of the Project 
Country: Islamic Republic of Iran Project title: Anzali Wetland Ecological Management Project 

Issue/Sector: Conservation of natural 
environment/Biodiversity conservation 

Cooperation scheme: Technical Cooperation Project 

Division in charge: Forestry and Natural 
Environment Group, Global Environment 
Department 

Total cost (estimated at completion of the Project): 
246,089,000 JPY 

Period of Cooperation: From November. 2007 
to August 2012  

Partner Country’s Implementing Organization: Department of 
Environment (DOE) of Iran 

Supporting Organization in Japan: Ministry of 
the Environment 

 

1-1 Background of the Project 
The Anzali Wetland (approx. 193 km2) located on the southern shore of the Caspian Sea in the Islamic 

Republic of Iran (hereinafter referred to as Iran) is internationally known as an important stopover of migratory 
birds. It was registered as a Ramsar site (150 km2) in 1975. The Anzali Wetland is among the wetlands located 
along the southern coastline of the Caspian Sea, where migratory birds fly in via routes passing through Africa 
and Europe, and through Asia and the Pacific, and extensively utilized by such birds. This wetland is known as 
an internationally important habitat for endangered species of fish and birds such as the white-tailed sea eagle, 
also of mammals such as otters.. However, due to the range of interference caused by human activity, the 
Anzali Wetland has been degraded, and the area was listed in the Montreux Record as a priority site for 
conservation measures in 1993.. Environmental conditions in the Anzali Wetland have been degraded due to 
the inflow of sewerage, wastewater and solid waste, and soil from upstream areas. 

Given this situation, the Government of Iran requested the Government of Japan to provide technical 
cooperation for a comprehensive research aiming at conservation of the Anzali Wetland. In response to this 
request, the Japan International Cooperation Agency (JICA) conducted a development study entitled "The 
Study on Integrated Management for Ecosystem Conservation of the Anzali Wetland in The Islamic Republic 
of Iran" from 2003 to March 2005. The study accomplished the following activities: 1) Development of an 
integrated Master Plan (M/P) for conservation of the Anzali Wetland, 2) Implementation of pilot activities 
(including some measures identified in the M/P), and 3) Support for capacity development on wetland 
management to the related organizations and their staff.  

As a next step, the Government of Iran asked for the implementation of the technical cooperation project to 
the Government of Japan for formulating a mechanism of wetland conservation and developing a detailed 
framework of zoning; the items listed as requiring the technical support on the major items of the M/P. As a 
result the request, JICA dispatched a preliminary mission in October 2006. The mission collected relevant 
information, and conducted discussion and coordination with the Government of Iran toward the 
implementation of the technical support project. After the making of a Record of Discussion (R/D) in February 
2007,, The Anzali Wetland Ecological Management Project commenced on November 1 2007, with the 
Department of Environment (DOE) and Guilan Provincial Office of the DOE serving as the Counterpart (C/P).

Although the Government of Iran had suspended the project since October 2008 when the project was 
reaching its middle point, the DOE, the project’s implementation body in Iran, requested to resume this 
cooperation project in April 2010.. JICA therefore dispatched a project consultation mission in September 
2010 to organize the implementation structure and activities of the project toward its resumption. After the 
agreement with relevant Iranian organizations, the project was resumed in April 2011 with the DOE and its 
Guilan Provincial Office that continuously assigned as the C/P. 
1-2 Project Overview 
(1) Overall Goal 

The Anzali wetland management system, for which DOE is a core constituent, practices adaptive management..  
(2) Project Goal 
 A basic system including institutional and technical aspects for the management of the Anzali wetland, for which 

DOE is the core constituent, is established. 
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(3) Outputs 
1) A basic institutional structure for the integrated wetland management, for which DOE is the core organization, 

is established. 
2) Monitoring procedures for the wetland management is established. 
3) Zoning is determined, and management strategies (rules & regulations) for each zone are drafted, considering 

socio-economic status of the Anzali area. 
4) The basis for environmental education using the Environmental Education Center of the Anzali wetland is 

developed. 
5) The basis for ecotourism is developed. 
 

(4) Inputs (estimated at the time of evaluation) 
Japanese side: 
Dispatch of Experts: 5 persons in the period from November 2007 to October 2008 (22.4 M/M); 6 persons 

in the period from April 2011 to August 2012 (scheduled to be 27.8 M/M) 
Training in Japan: 2 persons in April and May 2008; 5 persons in September 2011 
Provision of materials and equipment: office equipment, and 2 vehicles 
Cost for local operations: 49.59 million JPY (i.e. C/P training, cost for provision of equipment, consignment 
of local operation, employment of local staff) 
Iranian side: 
C/P: 13 persons after the Project’s resumption in April 2011 that include the project director, project 
manager (Teheran Main Office of the DOE), provincial project coordinator, and vice project manager 
(Guilan Provincial Office of the DOE) 
Cost for activities: Part of the cost for local activities was shouldered. The amount is unspecified. Material 
compensation such as the project office. 

(5) Project Site 
Anzali Wetland (Anzali City and Somesara City in Guilan Province) 

2.  Evaluation Team 
Members of 
Evaluation 
Team 

1. Team Leader/Coordination: Mr. Hiromasa Takada, Chief, Forestry and Natural Environment 
Conservation Division 2, Forestry and Natural Environment Conservation Group, Global 
Environment Department, JICA 

2. Cooperation Planning: Mr. Takuya Sekiguchi, Forestry and Natural Environment 
Conservation Division 2, Forestry and Natural Environment Conservation Group, Global 
Environment Department, JICA 

3. Evaluation Analysis: Mr. Hiroyuki Okuda, Tekizaitekisho LLC 
4. Interpreter: Ms. Asieh Saber Moghaddam  
5. Iranian Representative of Evaluation Team: Mr. Asan Baghernzdeh, Head of the Water 

Quality and Environmental Bureau, Guilan Regional Water Organization (GRWO)  
6. Member of Evaluation Team: Mr. Reza Khodarahmi, Environmental Office Expert in 

Agriculture Water and Wastewater, Agricultural Research and Extension and Education 
Organization (AREEO)  

Period of 
Evaluation 

From May 12, 2012, to May 31, 2012 Type of Evaluation: Terminal Evaluation 

3.  Results of Evaluation 
3-1 Achievement of Outputs 
(1) Output 1: 

At the first meeting of the Anzali Wetland Management Committee (AWMC) held on July 7 2011, the 
Governor of Guilan Province (Ministry of Home Affairs) signed a provincial decision regarding the 
establishment of the AWMC, and officially declared to establish the AWMC under the Provincial 
Planning/Development Council. The establishment of the AWMC was also approved as a provincial law at 
the Provincial Planning/Development Council convened on October 29 2011. 

 
 

(2) Output 2: 
The draft of the environmental monitoring manual was prepared and approved at the first AWMC meeting. 

Trainings for the monitoring were then conducted in the following fields: geographic information system 
(GIS) and remote sensing, avian monitoring, physical chemistry and biological monitoring, and a framework 
for the monitoring and the feedback of results. Based on the draft of the manual, the monitoring of water 
quality, bottom sediments, plankton, and benthos were carried out every month.. The analysis of the 
monitoring was summarized and issued as a provisional report in December 2011. The draft of the 
environmental monitoring manual has been revised to reflect the results of the training sessions and the 
actual monitoring  

(3) Output 3: 
Based on the results of a socioeconomic survey, road construction plans, zones regulated by law, and such 

geographical information as ASTER satellite images, the zoning map specified in the M/P was upgraded. 
The draft zoning and rules and regulations regarding zoning were reviewed through the stages of hearing 
survey on local people, discussions by experts from relevant organizations, and explanations given at the 
second AWMC meeting. A final draft is being prepared to obtain the approval of the AWMC at the third 
AWMC meeting.   

(4) Output 4: 
The draft of action plan for the environment education was developed and approved at the first AWMC 

meeting. Educational videos on the environment of the Anzali Wetland (each video is approx. 15 minutes in 
duration) and materials for the environmental education for elementary school children (e.g. booklet entitled 
“Let’s learn about the environment of the Anzali Wetland,” karuta game cards, sugoroku board game) were 
developed. The expert staff of the DOE conducted activities for pilot environmental education by using 
these materials. By reflecting the results of those pilot activities, the draft action plan is being revised for the 
final version.  

(5) Output 5: 
The draft of action plan for the ecotourism was developed and approved at the first AWMC meeting. The 

expert staff of the DOE conducted nature guide training and pilot eco-tours, and the guidelines of Anzali 
Wetland ecotourism for tour vendors, tourists, and governmental organizations were drafted. An outline was 
also prepared for the establishment of the Association for Promotion of the Anzali Wetland Ecotourism, of 
which secretariat will be operated by the Guilan Provincial Office of the DOE, Guilan Provincial Office for 
Culture, Heritage, Handcraft, and Tourism (GCHHTO), and travel agencies. In addition to these activities, 
small scale facilities for the ecotourism had been under construction, and 90 % of works have been 
completed as of May 2012.  

(6) Level of achievement toward the Project Goals 
The tools for environmental management had been developed through the project’s activities (Output 

2-Output 5), and the report on the tools was approved at the third AWMC meeting held in June 2012. These 
tools are based on the data of environmental monitoring, GIS and remote sensing, and socioeconomic 
survey; and form a foundation for the implementation of the environmental management in the Anzali 
Wetland. 

3-2 Summary of Evaluation Results 

(1) Relevance 
The project is highly relevant to the national policy of Iran . 

- Iran's fifth Five-Year Development Plan (2010 - 2015) mentioned that the project is necessary for ecosystem 
management and biodiversity conservation in Anzali Wetland, in articles 187, 191, 192, and 193. The 
project is consistent with such works of the DOE which conducts local wetland management and 
environmental monitoring as well as national plan 

- The Master Plan that developed in 2005 as the fundamental document to address environmental 
management of the Anzali Wetland, is relevant to dealing with the current status and the trend of 
degradation that continues to worsen the environment of this area. 

- Japan's ODA to Iran targets the conservation of the natural environment and the prevention of pollution as 
priority area to support. 
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(2) Output 2: 
The draft of the environmental monitoring manual was prepared and approved at the first AWMC meeting. 

Trainings for the monitoring were then conducted in the following fields: geographic information system 
(GIS) and remote sensing, avian monitoring, physical chemistry and biological monitoring, and a framework 
for the monitoring and the feedback of results. Based on the draft of the manual, the monitoring of water 
quality, bottom sediments, plankton, and benthos were carried out every month.. The analysis of the 
monitoring was summarized and issued as a provisional report in December 2011. The draft of the 
environmental monitoring manual has been revised to reflect the results of the training sessions and the 
actual monitoring  

(3) Output 3: 
Based on the results of a socioeconomic survey, road construction plans, zones regulated by law, and such 

geographical information as ASTER satellite images, the zoning map specified in the M/P was upgraded. 
The draft zoning and rules and regulations regarding zoning were reviewed through the stages of hearing 
survey on local people, discussions by experts from relevant organizations, and explanations given at the 
second AWMC meeting. A final draft is being prepared to obtain the approval of the AWMC at the third 
AWMC meeting.   

(4) Output 4: 
The draft of action plan for the environment education was developed and approved at the first AWMC 

meeting. Educational videos on the environment of the Anzali Wetland (each video is approx. 15 minutes in 
duration) and materials for the environmental education for elementary school children (e.g. booklet entitled 
“Let’s learn about the environment of the Anzali Wetland,” karuta game cards, sugoroku board game) were 
developed. The expert staff of the DOE conducted activities for pilot environmental education by using 
these materials. By reflecting the results of those pilot activities, the draft action plan is being revised for the 
final version.  

(5) Output 5: 
The draft of action plan for the ecotourism was developed and approved at the first AWMC meeting. The 

expert staff of the DOE conducted nature guide training and pilot eco-tours, and the guidelines of Anzali 
Wetland ecotourism for tour vendors, tourists, and governmental organizations were drafted. An outline was 
also prepared for the establishment of the Association for Promotion of the Anzali Wetland Ecotourism, of 
which secretariat will be operated by the Guilan Provincial Office of the DOE, Guilan Provincial Office for 
Culture, Heritage, Handcraft, and Tourism (GCHHTO), and travel agencies. In addition to these activities, 
small scale facilities for the ecotourism had been under construction, and 90 % of works have been 
completed as of May 2012.  

(6) Level of achievement toward the Project Goals 
The tools for environmental management had been developed through the project’s activities (Output 

2-Output 5), and the report on the tools was approved at the third AWMC meeting held in June 2012. These 
tools are based on the data of environmental monitoring, GIS and remote sensing, and socioeconomic 
survey; and form a foundation for the implementation of the environmental management in the Anzali 
Wetland. 

3-2 Summary of Evaluation Results 

(1) Relevance 
The project is highly relevant to the national policy of Iran . 

- Iran's fifth Five-Year Development Plan (2010 - 2015) mentioned that the project is necessary for ecosystem 
management and biodiversity conservation in Anzali Wetland, in articles 187, 191, 192, and 193. The 
project is consistent with such works of the DOE which conducts local wetland management and 
environmental monitoring as well as national plan 

- The Master Plan that developed in 2005 as the fundamental document to address environmental 
management of the Anzali Wetland, is relevant to dealing with the current status and the trend of 
degradation that continues to worsen the environment of this area. 

- Japan's ODA to Iran targets the conservation of the natural environment and the prevention of pollution as 
priority area to support. 
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(2) Effectiveness 
The project is highly effective. 

- Based on a two-year comprehensive survey (M/P), the Project was designed focusing on the plans of M/P; 
the wetland ecology management, the environmental management, and organization system that are 
performed principally by the DOE. The project consisting of the realistic and achievable project purpose, 
and five outputs necessary to reach the purpose. 

- The project has been making significant progress since its resumption in April 2011.The project is expected 
to yield almost all the outputs, and achieve the project purpose by the time of its completion. 

- With the negative effects of the government's vertical administrative structure and the lack of cross-sectoral 
framework that have been pointed out as a current status of Iran, the establishment of the AWMC for 
decision making and coordination, which consists of various stakeholders, is the most significant output of 
the project. 

(3) Efficiency 
The project is high efficient. 

- The inputs from Japan for the project have been effectively and efficiently implemented. The Japan team 
consists of six experts (and six local) who collaboratively conducted daily work through the project period 
to transfer technology to the C/P. And the C/P highly evaluated the Japan Team. 

- The provincial project coordinator, vice project manager, and other C/P officials from the Guilan Provincial 
Office of the DOE have proactively participated in the project’s activities since the project was resumed in 
April 2011, and this participation has become a key factor in promoting the project. Conversely, stationing 
of the project managers at the Teheran Main Office of the DOE where distant from the Anzali Wetland was 
recognized as an factor to prevent the smooth operation of the project.  

- After the project was resumed in April 2011, the project Office was established in the Guilan Provincial 
Office of the DOE, where Japanese experts and the C/P maintain favorable communication. The Guilan 
Provincial Office of the DOE has held a total of 20 meetings at alternate weeks since April 2011 until now 
in order to manage and coordinate the project, thereby demonstrating that the project was implemented 
efficiently thanks to the favorable coordination and collaboration between Japan and Iran. 

(4) Impact 
The project has a medium level impact at this time point. 

- The AWMC has just begun its activities. At this point, the gap between the project goal (to establish a 
fundamental system to manage the Anzali Wetland, for which the DOE is the core organization) and the 
overall goal (to implement adaptive management under the Anzali Wetland management system) is 
recognized as being larger than initially considered. 

- Given the two-year implementation period of the project, the activities and impacts outside the framework 
of the project have been limited until now. Even under such circumstances, several positive impacts were 
observed, such as the partnership agreement between the Anzali Wetland and the Kushiro Wetland, the 
sharing of information with the United Nations Development Programme (UNDP), the Global 
Environmental Facility's (GEF) “Iran Wetland Conservation Project,” and the “Anzali Declaration” 
introduced by the Ramsar Convention secretariat. 

- Regarding the implementation of adaptive management at the Anzali Wetland (the overall goal), an annual 
evaluation and update of AWMC management activities (individual outputs of the project) are selected as 
indicators. The provincial law governing the AWMC clarifies that the AWMC is responsible for 
management activities. Moreover, a framework for the AWMC to evaluate/update management activities 
will be established upon the approval of individual outputs at the third AWMC meeting. At this time point, 
the AWMC has just begun its efforts toward achieving the Overall Goal. 

(5) Sustainability 
A medium level of sustainability in development is expected from the project.  

- The DOE has been actively implementing such operations as coordination for the AWMC management, the 
environmental monitoring, revising the zoning map, and conducting pilot activities for the environmental 
education and the ecotourism. The Counterparts improved their capacity to manage wetlands through the 
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 project, they are also expected to stay in individual DOE offices. The project’s activities are highly 
expected to be sustained in terms of technology and human resources. 

- The Government of Iran financially backs the “Anzali Wetland Restoration Project,” a national project 
conducted by the Ministry of Jihad Agriculture (MOJA). It is difficult to predict financial distribution from 
a provincial budget. And a timely allocation of funds cannot be expected under the current situation. The 
scheduled budget for the project’s activities has yet to be allocated. It is necessary that the DOE secure 
budget for continuing environment monitoring, running the AWMC, implementing zoning, and practicing 
environmental education/ecotourism, starting in the upcoming Iranian fiscal year beginning of July 2012. 

- Operation and management of the AWMC established by the project have just begun. It is necessary in the 
future to consider a framework on a practical level for coordination and support for its operation, to run the 
AWMC stably and continuously. The Guilan Provincial Office of the DOE has yet to decide on a division 
responsible for operating the AWMC. 

3-3 Factors positively affected the results 
The following efforts are pointed out as factors that promoted the project: proactive project activities 

conducted by the C/P of the Guilan Provincial Office of the DOE, cooperation between the governor of Guilan 
Province and the Japanese ambassador to establish the AWMC, and such national efforts to manage wetlands 
as Iran's fifth Five-Year Development Plan and the “Anzali Wetland Restoration Project” conducted by 
MOJA. 
3-4 Factors negatively affected the results 

The following are pointed out as factors that inhibited the Project: the government’s entrenched vertical 
administrative structure, a low awareness of efforts for cross-sectoral cooperation/coordination among the 
participating organizations, and in terms of efficiency, assigning the responsibility for, and implementation of 
the Project solely to the project manager and provincial project coordinator. 

3-5 Conclusion 
Since the conservation of wetlands is incorporated in the Iranian Development Plan, and considered 

important from such international standpoints as the Ramsar Convention, the project is highly relevant. The 
project is effectively designed based on the M/P (2003-2005). Judging from the steady development toward 
achieving the project Goal, despite the project being suspended for two-and-a-half years, the project is highly 
effective. Since the project has been conducted through the efforts of Iranian and Japanese staff, entailing 
favorable communication and smooth collaboration between both parties, the project is judged to be highly 
efficient. At this point, the project has yet to exhibit any positive impact. However, the memorandum signed in 
September in 2011 by the DOE and the Kushiro International Wetland Center (KIWC) is considered 
significant progress toward cooperation and exchange between both parties in the future. At present, the 
project has a medium level of potential for sustainability judging from the following; even though the project’s 
activities are highly likely to be sustained in terms of technology and human resources, the project faces 
financial uncertainty. Therefore, it is requested the ongoing convening of the AWMC be guaranteed. 

3-6 Major recommendations 
1) Appropriate operation of the AWMC 

The Anzali Wetland Management Committee, established in the project, is very important for sustainable 
management of the Anzali Wetland with the collaboration of many stakeholders. Thus, it is desirable to 
continuously operate the AWMC after completion of the project. For that purpose, the Guilan Provincial 
Government and the DOE should take heed of clarifying the divisions in charge of the AWMC’s 
management/clerical work, and establishing subcommittees and working-level meetings. The DOE and 
those implementing the project should further deepen discussions on the details of these points. 

 
2) Continuous monitoring and feedback to the management system  

Toward achieving the overall goal (implementation of adaptive management), the DOE should continue the 
monitoring, and revise the environmental management manual and the action plan based on the monitoring 
results, under the supervision of the AWMC. Moreover, the environmental  monitoring should be expanded 
to cover fish and microorganisms mentioned in the manual as target items, as well as the monitoring of the 
birds and the water quality that have already been undertaken in the project.  
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3) Dissemination of wetland management methods to other wetlands  

Judging from the fact that there are several wetlands listed in the Montreux Record other than Iran’s Anzali 
Wetland, the management methods which were used for the Anzali Wetland, should be effective for other 
wetlands in Iran and neighboring nations where regional similarities are recognized. It is desirable to 
disseminate such methods through schemes entailing the development of a highly versatile wetland 
management manual adaptable to other wetlands, inviting other wetland managers to Guilan Province for 
OJT, and collaborating with the Ramsar Regional Center. 

 
4) Establishment of a comprehensive wetland management system 

The M/P developed through the developmental survey conducted from 2003 to 2005 suggests that, in 
addition to the outcomes of the project, watershed management, sewage/drainage management, and waste 
management should also be conducted. It is expected that activities for these forms of management also be 
promoted through the AWMC. Collaboration with the Anzali Wetland Restoration project (currently being 
conducted by MOJA) is also desirable. 

 
5) Establishing cooperative achievement with Kushiro 

At the first Wetland Management Committee meeting, the governor of Guilan Province and the Japanese 
ambassador to Iran mentioned a partnership between the Anzali Wetland and the Kushiro Wetland where 
training for the project was conducted. In order to achieve adaptive management of the Anzali Wetland - the 
overall goal of the project; the partnership must be considered effective. It is desirable that the DOE and the 
AWMC implement activities which contribute to promoting the partnership. 

3-7 Lessons learned 
1) Flexible delivering additional activities without the project execution plan 

In this project, flexibly dealing with on-site needs regarding necessary and meaningful activities come out 
during the project was very effective in terms of both smooth and highly achievement of project purpose and 
enhancement of sustainability of the project. Concerning examples of this project, additional activities 
without the project execution plan included 1) the exchange between Anzali Wetland and Kushiro Wetland, 
2) the adoption of Anzali declaration, 3) the presentation at COP11, 4) holdings of study tours, and 5) 
development of the wetland management guideline. These activities were recognized to contribute to 
facilitate the project implementation and strengthen sustainability. Therefore it is desirable to examine 
delivering the requested activities in addition to the execution plans for enhancement of the project outcome. 

 
2) Involvement of relevant prominent figures 

One of the highest achievements of this project is the involvement of a multiple of stakeholders concerned 
with Anzali wetland management in AWMC. The commitment of the Gilan provincial governor and Japanese 
ambassador is one of the major factors that contributed to governing many stakeholders. Therefore 
cooperation by relevant persons of each side with high rank is supposed to be considerable effective 
especially in Iranian context, which can also devote for high-level decision making to assist the activities at 
the ground level. 

 
3) Necessity of visible technical cooperation for counterparts 

In general, Japanese technical cooperation has been performed mainly by on-the-job trainings to ensure the 
sustainability of the environmental management after the completion of the project. This approach has shown 
considerable effect on the capacity development for counterparts responsible for each activity, and on the 
establishment of a reliable relationship with Japanese experts. On the other hand, It is difficult to see a visible 
effect of the technical cooperation for management level staff that has little opportunity to see these practical 
training conducted by Japanese experts, and this circumstance sometimes hinder the implementation of the 
project. It is therefore considered that visible performance such as lecture, seminar, and presentation training 
should be taken in the technical cooperation to demonstrate the expertise and skills of Japanese experts, and 
in this way, the understanding and the sustainability of the project will be enhanced. 
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3-8 Follow-up 
 This project contained advanced activities for the wetland management in Iran, which were effective for 
other wetlands as well, and further cooperation for the dissemination of such activities was demanded by 
Iranian side. In addition, continuous cooperation aiming at achieving overall goal was also to be examined. 
Based on the demand from Iranian side, implementation of project phase-2 has been determined at timing of 
the report preparation. 
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第１章 終了時評価調査の概要 

 
１－１ プロジェクト概要 

１－１－１ プロジェクトの背景 
イラン・イスラム共和国（以下、「イラン」と記す）のカスピ海沿岸に位置するアンザリ湿原（約193km2）

は、渡り鳥の飛来地として国際的に知られており、1975 年にはラムサール条約湿地（150km2）として登

録された。アンザリ湿原はアフリカ／ヨーロッパ飛来経路とアジア／太平洋飛来経路が重なるカスピ海南

岸の湿原の中でも特に渡り鳥の利用率が高く、またオジロワシ、カワウソなど、鳥類・魚類を中心に絶滅

危惧種が生息することから、国際的に見て重要な湿地である。しかし、その後人為的影響により環境が悪

化し、1993 年には優先的な保全措置が必要な湿原であるとしてモントルーレコード2に追加された。その

後もアンザリ湿原の環境は、下水･排水や廃棄物の流入、上流域からの土砂の流入等により悪化が進行し

ている。 
このような状況の下、イラン政府はアンザリ湿原保全を目的とする総合調査に必要な技術協力を日本国

政府に要請し、国際協力機構（Japan International Cooperation Agency：JICA）は2003年から2005年3月ま

で、開発調査「イラン国アンザリ湿原生態系保全総合管理計画調査」を実施した。 
当調査では、1）アンザリ湿原保全のための総合的なマスタープラン（Master Plan：M/P）の作成、2）

パイロット活動（マスタープランにおいて特定された対策の一部）の実施、3）湿原管理能力向上のため

の関係機関及び職員を対象としたキャパシティディベロップメントの支援を行った。 
イラン政府は次なるステップとして、M/Pの主要項目のうち技術的支援を必要とする湿原保全メカニズ

ムの構築、ゾーニングの詳細な枠組みの構築等についての技術協力プロジェクトの実施を日本国政府に要

請した。この要請を受け、JICAは2006 年10 月に事前調査団を派遣し、プロジェクト実施に向けた関連

情報収集やイラン国政府関係者との協議・調整等を行った。その後、2007年2月に討議議事録（Record of 
Discussion：R/D）を締結し、カウンターパート（Counterpart：C/P）をイランの湿原管理を所管しているイ

ラン環境庁（Department of Environment：DOE）、DOEギラン州局とし、同年11月1日からプロジェクト

が開始された。 
プロジェクトの中間地点にあたる2008年10月からイラン側の意向によりプロジェクトは休止状態にあ

ったが、2010年4月にプロジェクト実施機関であるDOEから本協力の再開を要望する意思が示されたた

め、プロジェクト再開後の体制、活動の整理等を目的とした運営指導調査団を2010年9月に派遣し、イ

ラン側関係機関とプロジェクトの再開について合意した。2011 年 4 月以降、引き続き DOE、DOEギ

ラン州局をC/Pとして活動を再開した。 
  

１－１－２ プロジェクトの概要 
(1) 上位目標： 

DOEを中心としたアンザリ湿原管理体制により、順応的管理が実践される。 

  

                                                        
2 正式には「生態学的変化が既に起こっており、起こりつつあり、または起こるおそれのあるラムサール登録湿地の記録」であり、

積極的保全の必要性が高い、環境破壊が危惧されるラムサール登録湿地をリスト化したもの。 
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(2) プロジェクト目標： 
組織的及び技術的側面を含む、DOE を中心としたアンザリ湿原管理のための基礎シス

テムが構築される。 
 
(3) 成果 

成果1：DOEを中心とした総合的湿原管理のための組織的枠組みの基礎が構築される。 
成果2：湿原管理のためのモニタリング手法が確立される。 
成果3：ゾーニングが確定され、アンザリ地域の社会・経済状況及び環境に配慮したゾ

ーン毎の管理計画（規制及び規則）案が作成される。 
成果4：アンザリ湿原環境教育センターを活用した環境教育の基礎が確立される。 
成果5：エコツーリズムの基礎が確立される。 
 

１－２ 調査の目的 

今回実施する終了時評価調査は、2012 年 8 月のプロジェクト終了を控え、これまで実施してき

た協力活動全般（プロジェクトの実績、実施プロセス、運営管理状況等）について、計画に照ら

しその達成状況を整理・把握し、この結果に基づき、『JICA 事業評価ガイドライン』に則り、評

価 5 項目の観点からプロジェクトの評価を行う。また評価結果及びイラン側のプロジェクト関係

者との意見交換により、残り協力期間の課題及び今後の方向性について明らかにするとともに、

将来の類似プロジェクトの形成・実施に参考となる教訓・提言を得る。 
 
１－３ 調査団の構成 

日本側メンバー 
担当業務 氏名 現所属 調査期間 

総括 高田 宏仁 JICA 地球環境部  
森林・自然環境保全第二課長 

2012 年 5 月 17 日 
～6 月 1 日 

協力企画 関口 卓哉 JICA 地球環境部  
森林・自然環境保全第二課 

2012 年 5 月 17 日 
～5 月 31 日 

評価分析 奥田 浩之 合同会社 適材適所 2012 年 5 月 11 日 
～6 月 1 日 

 
イラン側メンバー 

担当業務 氏名 現所属（役職） 

Leader 
Mr. Asan 
Bagherzadeh 

Head of Water Quality and Environmental Bureau, ギラン州地域

水局（GRWO） 

Evaluator 
Mr. Reza 
Khodarahmi 

Expert of Agriculture Water and Waste Water of Environmental 
Office, 農学研究・普及・教育機構（AREEO）, 農業開発推進

省（MOJA） 
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１－４ 調査日程 

現地調査は 2012 年 5 月 12 日から 31 日の 20 日間実施された。この間の主たる訪問先と作業内

容を下表に示す。 
 

日程 JICA （高田団長、関口団員） 評価分析団員 （奥田団員） 
5 月

11日 
金 

 

成田 22:00 発  

12日 土 ドバイ 4:15 着 （EK319 便） 
ドバイ 7:45 発テヘラン 10:25 着 （EK971 便）

PM, Mr. Karimi との面談 
13日 日 日本人専門家インタビュー、ラシュトへ移動 
14日 月 DOE ギラン・イラン人専門家インタビュー 
15日 火 DOE ギラン・イラン人専門家インタビュー 
16日 水 DOE ギラン・イラン人専門家インタビュー 

アンザリ湿原視察 
17日 木 成田 22:00 発 資料整理 
18日 金 ドバイ 4:15 着 （EK319 便） 

ドバイ  7:45 発テヘラン 10:25 着

（EK971 便） 

資料整理 
テヘランへ移動 

19日 土 JICA 事務所打合せ／プロジェクトディレクター（PD）, Dr.Fazel 表敬・意見交換／第 1 回

合同評価委員会 
20日 日 ラシュト移動／日本人専門家インタビュー 

21日 月 プロジェクト隔週会議参加／MOJA・イラン人専門家インタビュー 
22日 火 DOE Swemesara・イラン人専門家インタビュー 
23日 水 アンザリ湿原視察（アンザリ湿原、Selkeh 小規模施設、流域） 
24日 木 合同評価報告書作成  

25日 金 合同評価報告書作成／合同評価調査団内打合せ 
テヘランへ移動 

26日 土 アンザリ湿原環境管理プロジェクトに係るワークショップ 
15:00 Meeting with Mr. Zadegan （DG of Ramsar Regional Center）  

27日 日 第 1 回国家湿原会議参加 
28日 月 第 2 回合同評価委員会実施 
29日 火 第 3 回合同評価委員会実施・合同評価報告書署名 
30日 水 合同調整委員会（JCC）／JICA 事務所報告 
31日 木 在イラン日本大使館報告 

（高田団長、評価分析団員）  
22:45 テヘラン発 

（関口団員） 
他調査に移動 

6 月 

1 日 
金 00:15 ドバイ着（EK978 便） 

02:50 ドバイ発 17:35 成田着 （EK318 便）
 

 

－ 3 －



 
 

第２章 終了時評価の方法 

 

２－１ 評価の方法 

 終了時評価は、『新 JICA 事業評価ガイドライン第 1 版』に沿って、必要なデータ・情報を収集、

整理、分析し、当初計画と活動実績、計画達成状況、評価 5 項目等の観点から、プロジェクトの

実施状況を総合的に評価する。 

評価実施の際の基礎ツールとなるのは、本プロジェクトR/D 中のマスタープランに沿ってプロ

ジェクト目標、成果、指標などが要約されたプロジェクト・デザイン・マトリックス（Project Design 
Matrix：PDM）（2012 年 3 月 9 日最終更新）である。調査団は、まず、プロジェクトに関する既

存の文献、報告書等をレビューし、次に PDM に基づき、プロジェクトの実績（投入、活動、ア

ウトプット、プロジェクト目標達成度等）及び評価 5 項目ごとの調査項目に関するデータ・情報

を収集、整理するための成果グリッド、評価グリッドを作成した。また、評価グリッドに基づき

質問票を作成し、現地調査前にプロジェクト関係者（C/P 機関、その他関係機関）に配布した。 

現地調査は、イラン側評価委員と合同で実施された。事前に配布した質問票の回収、プロジェ

クト関係者に対するヒアリング、活動サイトの訪問などにより得られた結果については、成果グ

リッド、評価グリッドに整理した。そして、イランC/P、プロジェクト専門家とも協議しながら、

プロジェクトの成果を確認し、評価 5 項目の観点から評価を行い、提言と教訓を抽出して、合同

評価報告書に取りまとめた。 

 

２－２ 主な調査項目と情報・データの収集方法 

JICA のプロジェクト評価では、評価における価値判断の基準として「評価 5 項目」が採用され

ている。評価 5 項目とは、1991 年に経済協力開発機構（Organization for Economic Cooperation and 
Development：OECD）開発援助委員会（Development Assistance Committee：DAC）で提唱された

開発援助の評価基準であり、次の 5 つの項目から成る。 

項目 評価の視点 

妥当性 プロジェクトと、相手国やターゲットグループの政策・方針、優先度やニーズと

の整合性の度合い。 

有効性 プロジェクト目標の達成度合いを測り、活動・成果・目標の関係などプロジェク

トが有効に組み立てられていたかどうかを検証。 

効率性 プロジェクトが期待する成果（アウトプット）を達成するために効率的に資源（イ

ンプット）を使っているかどうかをみる。 

インパクト プロジェクトによって意図的または意図せずに生じる正・負の変化。環境・貧困

削減・ジェンダー等の開発指標にもたらす影響を含む。 

持続性 プロジェクトによる支援が終了しても便益が継続するかどうかについて、制度、

技術、人材、財政の各観点からの見込み。 
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第３章 プロジェクトの実績 

 
３－１ 投入実績 

R/D 及び PDM に従って、日本側とイラン側双方からプロジェクトへの投入が行われた。 
 
３－１－１ 日本側 
(1) 日本人専門家の派遣 

2007年2月のR/D署名に続いて、2007年11月から 2名の専門家の派遣によりプロジェクト

が開始された。この 2名を含め、2008年10月のプロジェクト中断時までに 5名 （チーフアドバ

イザー/組織制度整備、湿原管理/モニタリング/業務調整（2）、ゾーニング/組織制度整備（2）、
環境教育、エコツーリズム/業務調整）の専門家が、計22.4 M/M派遣された。2011年 4月のプ

ロジェクトの再開後は、これまで 6 名（チーフアドバイザー/湿原管理/モニタリング、湿原管理/
モニタリング（2）、副チーフアドバイザー/組織制度整備、ゾーニング/環境教育、エコツーリズム、

業務調整/環境教育補助）の専門家が、計 28.7 M/M 派遣されている（2012 年 8 月までの派遣

予定を含む）。 
 
(2) C/P 研修 

2008年4月から5月に実施された本邦研修には、DOEギラン州局から2名が参加した。

また 2011 年 9 月に実施された本邦研修には、DOE ギラン州局から 4 名と、DOE テヘラ

ン本庁から 1 名が参加した。いずれも湿原管理に関するものであり、湿原モニタリング、

環境教育や住民参加型アプローチについて研修を実施した。 
 
(3) 資機材供与 

供与された機材は、プロジェクト事務所で使用するパソコン、プリンター、コピー機などのオ

フィス機器であり、その総額は USD 9,225、及び 513,096 円である。また、プロジェクトのために

2 台の車両が 2007 年に調達された。これらは 2008 年 10 月から 2011 年 4 月のプロジェクト中

断時にはDOEテヘラン本庁で管理されており、2011年4月のプロジェクト再開後は、1台はプ

ロジェクト活動のためDOEギラン州局に移管されたが、もう1台についてはDOEテヘラン本庁

にて継続使用されている。 
 

(4) 現地業務費 
日本側はプロジェクト活動の実施に必要な費用の一部を負担した。これらの費用は、C/P 研

修、供与機材費、現地業務委託、ローカルスタッフ雇用、消耗品を含むその他の出費であり、

プロジェクト期間の 5 年間（中断時の 2.5 年を含む）で、合計 4,959 万円である。 
 
３－１－２ イラン側 
(1) C/P の配置 

2008年10月のプロジェクトの中断前までは、DOEテヘラン本庁からのプロジェクトディテクタ

ー、DOE ギラン州局からのプロジェクトマネジャー（Project Manager：PM）を含め、14 人の C/P
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が配置されてきた。2011 年 4 月のプロジェクト再開後は、DOE テヘラン本庁からの PD、PM、

DOEギラン州局からの州プロジェクトコーディネーター、副PMを含め、13人のC/Pがプロジェ

クト活動に携わってきた。 
  

(2) 現地活動費 
DOE は、プロジェクト中断前は DOE アンザリ事務所に、2011 年 4 月のプロジェクト

再開後はDOE ギラン州局に、プロジェクト事務所のためのスペースを提供してきた。ま

た環境モニタリング活動、エコツーリズムのための小規模施設建設など、一部のプロジェ

クト活動費を負担したが、その金額については終了時評価時点では明確にされなかった。 
 
３－２ アウトプットの達成度 

３－２－１ 成果 1 
成果1に係る指標は「2011年7月末までにアンザリ湿原管理委員会が設立される」「2012年6

月末までにアンザリ湿原管理委員会が計3回開催される」ことである。 
2011年7月6日の第1回アンザリ湿原合同管理委員会（Anzali Wetland Management Committee：

AWMC）において、ギラン州知事（内務省）がAWMC設置にかかる州決定に署名し、これに

よって 州計画・開発評議会の下に同委員会の設立が正式に宣言された。AWMCの設置は、第5
次イラン開発5カ年計画（2010年～2015年）の第193条及び関連規則を根拠としている。続いて、

2011年10月29日に開催された州計画・開発評議会において、AWMCの設置が州法として承認さ

れた。これまで、2回のAWMCが開催されている（第1回：2011年7月6日、第2回：2012年2月29
日）。また、2012年6月以降、第3回AWMCが開催される予定である。 
以上から、成果1の指標はプロジェクト期間内に達成される見込みである。 
 

３－２－２ 成果 2 
成果2に係る指標は「指標、データ収集・分析手法を含むモニタリングマニュアルが2011 

年7月末までに作成される」「モニタリングマニュアルを利用した湿原管理のためのデータ収集

が2012年6月末までに開始される」ことである。 
環境モニタリングマニュアル案が作成され、2011年7月の第1回AWMCで承認された。 地理

情報システム（Geographic Information System：GIS）及びリモートセンシング（Remote Sensing：
RS）にかかる研修が、DOEギラン州局から20名の参加者に対して実施（2011年6月28日から7
月12日）された。また、鳥類モニタリング研修が、セルケの環境教育センターにおいて、ソメ

サラ市の58人の猟師、DOE監視員を対象に実施（2011年9月28日）、DOEギラン州局において、

ラシュト市とアンザリ市の150人の猟師に対して実施（2011年10月6日）された。また、物理化

学・生物学モニタリング研修が、DOEギラン州局、DOEアンザリ事務所、港湾海洋事務所（Port 
and Maritime Organization：PMO）、大学等からの22人の参加者に対して実施（2011年10月16か
ら20日）された。さらに、モニタリングと結果のフィードバックの仕組みにかかる研修が、DOE
ギラン州局の職員19人を対象に実施（2012年4月21から24日）された。環境モニタリングマニュ

アル案については、これら2011年10月及び2012年4月の研修、また実際のモニタリング実施の結

果を反映した修正が進んでいる。 
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環境モニタリングマニュアル案に基づいた毎月のモニタリング測定が、1） 水質・底質につ

いては2011年7月から2012年3月にかけて、2） プランクトン・ベントスについては、2011年7
月から2012年1月にかけて、実施された。また、環境モニタリングの分析結果は、2011年12月に

暫定版として報告書に取りまとめられた。 
以上より、成果 2 の指標は達成されている。 
 

３－２－３ 成果 3 
成果3に係る指標は「2012年7月に、ゾーニング図が作成され、各ゾーンの規制（案）が作成

される」ことである。 
道路建設計画、法律に基づく規制地区、ASTER衛星画像などの地理情報が収集・解析される

とともに、現地の非政府組織（Non-Governmental Organization：NGO）であるCENESTAへの委

託による社会経済調査が実施された。これら社会経済調査の結果や収集された地理情報を基に、

マスタープラン時に作成されたゾーニング図の改訂が行われた。 
ゾーニング案と各ゾーンにかかる規則・規制案については、2012年2月19日にアンザリ市で、

2012年2月21日にソメサラ市で、地域住民に対しての意見聴取会が開催された。さらに、2012
年2月22日に関係機関からの専門家により検討・議論され、また2012年2月19日の第2回AWMC
において説明・協議された。現在、これらを踏まえてのゾーニング案と各ゾーンにかかる規則・

規制案の最終案の作成が進んでいる。 
以上から、成果3の指標はプロジェクト期間中に達成される見込みである。 
 

３－２－４ 成果 4 
成果4に係る指標は「2011年7月下旬にアクションプランが策定される」「2011年6月下旬に

アクションプランに記載された環境教育教材が開発される」ことである。 
環境教育のためのアクションプラン案が作成され、第 1 回 AWMC において承認された。5

部からなるアンザリ湿原にかかる環境教育ビデオ（各 15 分間程度）が、現地業者に委託されて

作成された。さらに小学生の環境教育のための教材（ブックレット『アンザリ湿原の環境を知

ろう』3,000 部、カルタ、すごろく）が作成された。これらの教材を使い、パイロット的な環境

教育活動がDOE 専門職員により実施（2011 年 12 月 13 日・14 日及び 2012 年 4 月 23 日）され

た。こうした環境教育に関するパイロット活動の結果も踏まえて、アクションプラン案の改訂

と最終版の作成が進んでいる。 
したがって、成果 4 の指標はプロジェクト期間中に達成される見込みである。 

 
３－２－５ 成果 5 
成果 5 に係る指標は「エコツーリズムのアクションプランが 2011 年 7 月末までに作成され

る」「木道、観察小屋、サインボード等を含むエコツーリズムのための小規模施設が 2012 年 6
月末までに設置される」ことである。 
エコツーリズムのためのアクションプラン案が作成され、第 1 回 AMWC において承認され

た。旅行提供者、旅行者、ネイチャーガイド、ボート操縦者、政府組織〔DOE ギラン州局、ギ

ラン州文化・遺産・手工芸・観光局（Gilan Cultural Heritage and Handicraft and Tourism 
Organization：GCHHTO）〕のそれぞれを対象としたアンザリ湿原エコツーリズム指針が作成さ
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れた。DOE ギラン州局の専門職員により、「アンザリ湿原エコツーリズム」「アンザリ湿原の

自然」「ネイチャーガイドの技術」の 3 つの教材を用いてネイチャーガイド研修が実施（2011
年 11 月 17 日・29 日及び 2012 年 5 月 15 日・16 日）された。また、パイロットエコツアーが旅

行代理店、GCHHTO、ホテル業者、ダム所有者、アンザリ市、ソメサラ市からの参加者を対象

に実施（2012 年 2 月 6 日・7 日）された。こうした活動を踏まえて、DOE ギラン州局、GCHHTO、

旅行代理店の 3 者を事務局とするアンザリ湿原エコツーリズム推進協議会にかかる設立概要が

作成され、また、パイロット活動として実施されたエコツアーなどの結果も踏まえてアクショ

ンプラン案の改訂と最終化が進んでいる。なお、エコツーリズムのための小規模施設の建設に

ついては、2012 年 5 月時点で 90％終了している。（トイレ、観察塔、観察小屋、木製の橋、環

境教育センター、標識など）。 
したがって、成果 5 に係る指標はプロジェクト期間中に達成される見込みである。 

 
３－３ プロジェクト目標の達成度 

３－３－１ プロジェクト目標 
プロジェクト目標の指標は「2012 年 6 月までに管理活動が委員会の承認の下に科学的データ

に基づき提示される」である。 
2012 年 3 月 9 日付けの PDM 第 3 版では、プロジェクト目標と指標で使われている「基礎シ

ステム」「管理活動」「科学的データに基づき」の各語句について、その文脈における意味を脚

注において説明している。よってプロジェクト目標の達成度合いの測定に向け、その意味もよ

り明確となっている。 
AWMC は、ギラン州知事による署名と、続く州計画・開発評議会による承認により 2011 年

に設立された。プロジェクト活動により作成された管理活動のためのツール（環境モニタリン

グマニュアル、ゾーニング図案と関連規制案、環境教育とエコツーリズムのアクションプラン

等）は、2012 年 6 月に予定されている第 3 回 AWMC への提出と承認に向けて、現在最終案が

作成されている。また、これらのツールは、収集された環境モニタリングデータ、GIS と RS、
社会経済調査といった入手可能な科学的データに基づき準備されたものである。 
成果 2 から 5 により提示された管理活動を実施する基礎システムについては、既に設立され

たAWMC の 2012 年 6 月に予定されている次回第 3 回会議において、成果 2 から 5 が承認され

ることにより、今後の活動の実施に向けて確立するものと期待できる。また、DOE C/P はこれ

ら成果を出すために共同で積極的に活動を実施してきたことから、これら管理活動を今後実践

していくための能力については強化されてきたものと考えられる。なお、C/P の能力評価につ

いては、2012 年 6 月にプロジェクトによる能力評価調査の取りまとめが予定されている（ベー

スラインとしての調査は、2011 年 4 月のプロジェクト再開時に実施済み）。 
以上のことからプロジェクト目標はプロジェクト期間内に達成される見込みである。 

 
３－３－２ 上位目標 
上位目標は、プロジェクト終了後 3 から 5 年後にアンザリ湿原において順応的管理が実施さ

れることである。 
M/P において、「順応的管理」は、体系的なモニタリングデータとそのフィードバックによっ

て意思決定が行われる柔軟な管理システムであると説明されている。そのシステムの一般的な
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流れとしては、1）基礎調査・データ収集の実施、2） 対策決定と管理活動の実施、3） モニタ

リング実施とデータベースの構築、4） 管理活動の評価・提言とフィードバックである。 
上位目標の指標は「DOE が事務局となるアンザリ湿原管理委員会が少なくとも年 1 回以上の

科学的データに基づき管理活動を評価/アップデートする（参加組織は適宜見直される）」こと

とされている。現在まで、AWMC は 2 回（2011 年 7 月、2012 年 2 月）開催され、AWMC に関

する州法には、管理活動は AWMC の責務であることが明記されている。現時点では、AWMC
が管理活動を評価・アップデートできる仕組みは 2012 年 6 月予定の第 3 回AWMC で各成果が

承認されることで構築されることが期待される。こうしたことから、AWMC は上位目標に向け

た進展に向けて活動を開始したばかりの状況である。 
こうした組織的枠組みが実施・継続された場合、上位目標は達成される見込みである。 

 
３－４ 実施プロセスにおける特記事項 

2007 年 11 月のプロジェクト開始時には、PD と PM は、それぞれDOE テヘラン本庁とDOE ギ

ラン州局から任命され、またプロジェクト事務所はDOE アンザリ事務所に置かれた。 
2011 年 4 月のプロジェクト再開後は、プロジェクト事務所は DOE ギラン州局に置かれ、プロ

ジェクトの実施は、DOE ギラン州局から任命された州プロジェクトコーディネーター（以前は

PM のポジション）、副 PM（新たに設置されたポジション）を中心に進められた。一方、プロジ

ェクトの実施責任（PD、PM）は、DOE テヘラン本庁に設置された。 
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第４章 評価結果 

 
４－１ 妥当性 

プロジェクトの妥当性は高い。 

(1) 第 5 次イラン開発 5 カ年計画（2010 年～2015 年）の第 187 条、191 条、192 条、193 条

は、生態系管理と生物多様性保全の必要性に触れている。また、本プロジェクトの実施

機関であり主要受益者でもある DOE は、環境の保全・向上にかかる法律、水質汚染の

モニタリングに関する法律に基づき、それぞれ国内湿原管理、湿原の環境モニタリング

を実施する責任機関となっている。このように、プロジェクトは、イラン国家政策・開

発計画及びDOE の職務・ニーズと整合している。 

(2) プロジェクトは、アンザリ湿原保全に向けてマスタープラン（2003 年から 2005 年）で

提案された計画・対策の中から一部を実現するために実施されてきた。現在も続くアン

ザリ湿原の環境悪化の状態・傾向から、DOE は、アンザリ湿原管理にかかる環境課題

に取り組むための参照文書として、マスタープランは依然として有効であるとの認識で

ある。ただし 2005 年の作成であることから、そこで使用されたデータや情報について

は必要に応じてアップデートされていく必要がある。 

(3) ザクロス山脈周辺のイランアナトリア高原ホットスポットや、国内に 24 カ所あるラム

サール条約登録湿地3といったイランの顕著な豊かな生態系・生物多様性が重要との認

識から、日本のイランに対する政府開発援助（Official Development Assistance：ODA）

政策では自然環境の保全と汚染防止が支援重点分野の 1 つとなっており、本プロジェク

トはこの重点分野のなかの 1 つに位置づけられている。 
 

４－２ 有効性 

プロジェクトの有効性は高い。 
(1) プロジェクトはアンザリ湿原環境管理のための 2 年間にわたる総合的調査の成果であ

るマスタープランを踏まえて形成されたものである。マスタープランは、1）湿原生態

管理計画、2）流域管理計画、3）下水・排水管理計画、4）廃棄物管理計画、5）環境管

理計画、6）組織制度計画の 6 つのサブプランから構成されている。このうち、本プロ

ジェクトは DOE が活動の中心を担う 1）湿原生態管理計画、5）環境管理計画、6）組

織制度計画に焦点を当て、2 年間のプロジェクト期間中に、その制度的・技術的な基礎

システムを構築することを目標に設定している。プロジェクトの計画については、PDM
に要約されているとおり、現実的で達成可能なプロジェクト目標とその達成に必要な 5
つの成果により構成されている。さらに、これら 5 つの成果達成により DOE を中心と

したアンザリ湿原管理のための基礎システムの構築が可能となったことから、5 つの成

果はプロジェクト目標達成に十分であった。 
(2) プロジェクトは、2008 年 10 月から 2011 年 3 月にわたる 2.5 年間の中断にも関わらず、

特に 2011 年 4 月の再開後は、プロジェクト目標の達成に向けて顕著に進展している。

                                                        
3 http://ramsar.wetlands.org/Database/SearchforRamsarsites/tabid/765/Default.aspx（2013 年アクセス） 
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PDM に設定された指標に基づき判断すると、プロジェクト終了時までに各成果はほぼ

産出され、プロジェクト目標も達成することが予想される。具体的には、AWMC が、

知事の署名による州決定及び州計画・開発評議会の承認による州法により、法的根拠を

もつ機関として設立されている（成果 1）。また、環境モニタリングマニュアル（成果 2）、
改訂版ゾーニングマップと関連規制（成果 3）、環境教育アクションプラン（成果 4）、
エコツーリズム・アクションプラン（成果 5）については、これまの活動を踏まえた最

終版の作成と 2012 年 6 月に予定されている第 3 回 AMWC における承認に向けた準備

が進んでいる。これにより、各成果に基づく活動を今後実際に推進していくための基礎

が整うことになる予定である。 
(3) 縦割り行政の弊害やセクター横断的な制度的枠組みの不在が指摘されているイランの

現状において、AWMC の設立は、州知事、DOE、MOJA、ギラン州上下水道公社（Gilan 
Water and Wastewater Company：GWWC）、GCHHTO、GRWO、郡の首長をはじめ、地域

の住民組織、NGO、民間企業の代表者を含む幅広い利害関係者を構成メンバーとする意

思決定・調整機関として設立された点において、本プロジェクトによる最も著しい成果

であると認識されている。AWMC の設立は、地域における効果的・順応的な湿原管理

の実施体制としてDOE としては先例のない取り組みである。一方、その裏返しとして、

AWMC の今後の維持と発展は、DOE ギラン州局にとってはプロジェクト終了後の最大

の課題ともなっている。AWMC の仕組みと手続きは動き始めたばかりであり、更に必

要な調整に向けて今後モニタリングと見直しが行われてくことが必要である。  
 

４－３ 効率性 

プロジェクトの効率性は高い。 
(1) プロジェクトに対する日本側の投入は、効果的・効率的に実施されてきた。日本側の専

門家チームは、6 人の専門家と現地雇用スタッフ（通訳 2 人、運転手 1 人、GIS 専門家

3 人）で構成され、注意深く業務に当たり、イラン側C/P の質問・要望にもよく応えて

きた。日本人専門家の知識や技術は、1 回限りのセミナーや集中的なワークショップに

よってではなく、プロジェクト期間を通して日常の業務を共同で実施することでC/P に

移転された。 また供与機材と本邦研修についてもおおむね効果的であった。研修につ

いては、より専門的で現地事情を反映した研修、具体的には RS、GIS とゾーニング、

環境モニタリングとデータ分析・解析、イランの文脈を反映した分野横断的情報交換手

法などの要望が聞かれた。 
(2) イラン側の投入もまた著しく、特にC/P のプロジェクト活動への積極的な参加は、プロ

ジェクト目標の達成に向けた重要な促進要因であった。DOE ギラン州局の C/P につい

ては適任者が選任され、高い意識を持って活動を進めてきた。副 PM がプロジェクトの

日々の業務・調整を行ってきたが、これは本来であれば、フルタイムで働けるプロジェ

クトスタッフが任命されるポジションである。副 PM は、その他の業務も兼務するなか

でプロジェクトの責務を十分に果たしてきた。 
(3) イラン側は、プロジェクト活動のための費用の一部を負担した。具体的には、小規模施

設の建設費（成果 5）、2012 年 1 月までの環境モニタリングの費用（成果 2）、プロジェ
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クト事務所の水光熱費などである。ただし、終了時評価の時点では、イラン側予算の中

からいくらプロジェクト活動費が支出されたかは明確に出来なかった。 
(4) 2011 年 4 月のプロジェクト再開後は、日本人専門家が駐在するプロジェクト事務所は

DOE ギラン州局に移されるとともに、DOE ギラン州局から州プロジェクトコーディネ

ーターと副 PM が任命され、実施者としてプロジェクト活動を進めてきた。一方、プロ

ジェクトの責任者（プロジェクトディレクターPD、PM）は DOE テヘラン本庁に置か

れることとなった。再開後、PM が DOE テヘラン本庁に置かれたことについては、円

滑なプロジェクト運営という効率性の観点からは阻害要因と認識された。 
(5) 日本人専門家とイラン側 C/P との間の日常的・定期的なコミュニケーションは良好で、

DOE ギラン州局にプロジェクト事務所が設置されたことは、両者間の円滑なやり取り

の促進に役立った。プロジェクト再開後これまで 2 回の JCC （第 1 回 2011 年 4 月 27
日、第 2 回 2012 年 2 月 1 日）が開催され、2012 年 5 月 30 日には第 3 回の JCC が予定

されている。さらに DOE ギラン州局においては、州プロジェクトコーディネーターの

リーダーシップにより、プロジェクトの運営・調整のための隔週会議が日本人専門家と

イラン側C/P の出席のもと、2011 年 4 月の再開後の 13 カ月間に 20 回開催されてきた。

隔週会議の定常的な開催は、日本側・イラン側の良好な調整・協働のもと効率的にプロ

ジェクトが実施されてきたことを示す代表例である。 
(6) 本プロジェクトでは多岐にわたるステークホルダーを巻き込みAWMC を開催する、エ

コツーリズム推進協議会を発足するなど、投入量に対し高い成果を上げた。2 年半の中

断期間があり投入のタイミングに影響があったが、その点を踏まえても本プロジェクト

の効率性は高かったと評価できる。 
 

４－４ インパクト 

プロジェクトのインパクトは現時点では中程度である。 
(1) 上位目標であるアンザリ湿原の順応的管理の実施に向けた進捗については、AWMC の

設立を中心にようやく始まったばかりである。州法に定められたとおり、AWMC は、

自然環境モニタリング、エコツーリズムや環境教育におけるパイロット活動、規則・規

制などによるコントロール、知識などのデータベース化といったアンザリ湿原にかかる

管理活動の責任を負う。しかしながら AWMC は新たに設立された機関であり、今後、

構成メンバーの継続的な協力だけでなく、順応的管理の実施に向けては相互的で系統的

なプロセスを進めていくことが求められている。こうしたことから、プロジェクト目標

（DOE を中心としたアンザリ湿原管理のための基礎システム）とプロジェクト終了後 3
年から 5 年以内に達成されるべき上位目標（アンザリ湿原管理体制による順応的管理の

実践）との間の開きは、当初想定していたより現時点ではさらに大きいものと認識され

ている。 
(2) プロジェクト設計時点では、プロジェクト実施期間を 2 年として想定していた。2 年間

半の中断を経た 2011 年 4 月の再開後は 13 カ月しか経過していない。この間、プロジェ

クトは各成果の産出に集中し、プロジェクト目標の達成に向けて精力的に活動を進めて

きた。その一方で、プロジェクトの枠組み外における活動や影響については現時点では
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限られたものとなっているが、そうした中でもいくつかの正または期待されるインパク

トが発現しつつある。 
(3) 2011 年の本邦研修の際に、アンザリ湿原と釧路湿原の間のパートナーシップに関する覚

書が、DOE と釧路国際ウェットランドセンター（Kushiro International Wetland Center：
KIWC）の代表者により 2011 年 9 月 15 日に署名された。この覚書に基づき、アンザリ

市と釧路市の交流と協力が開始されれば、今後二者間の情報・知識の交換などにより上

位目標の達成に向けても貢献することが期待される。 
(4) 国連開発計画（United Nations Development Programme：UNDP）/地球環境ファシリティ

（Global Environmental Facility：GEF）「イラン湿原保全プロジェクト」（2007 年～2012
年）は、3 つのパイロットサイト（ウルミエ湖、パリシャン湖、シャデガン湖）におい

て、セクター横断的な管理機構の立ち上げと、ゾーニングマップや活動指針を含む管理

計画の作成・実施を目的としている。2012 年 2 月 25 から 27 日に UNDP のスタディツ

アーがパリシャン湖で実施され、その際に本プロジェクトとも教訓等の共有が行われる

など、両プロジェクト間では定期的な情報交換が実施されている。 
(5) 2011 年 7 月 6 日の第 1 回 AWMC において、ラムサール条約の理念と原則を踏まえて、

アンザリ湿原の保全・回復・賢明な利用に向けた「アンザリ宣言」がギラン州知事と関

係機関の代表者により署名・発表された。ラムサール条約誕生 40 周年でもあったこと

から、アンザリ宣言はラムサール条約事務局のウェブサイトでも紹介された。 
 

４－５ 持続性 

プロジェクトの持続性の見込みは中程度である。 
(1) プロジェクト活動を持続しうる技術・人材が育成された可能性が高いと考えられる。

AWMC 運営のための調整業務、環境モニタリングの実施、ゾーニングマップの改訂、

環境教育やエコツーリズムのためのアクションプラン作成などのプロジェクト活動に

ついては、DOE C/P が積極的に実施してきており、プロジェクトの実施をとおしたアン

ザリ湿原管理活動のためのC/P の能力向上が推察された。環境モニタリングについては、

DOE ギラン州局もこれまで予算がついた場合にサンプリングと測定を実施してきてお

り、ラボラトリーの設備等からも、技術的にはプロジェクトで行ってきた環境モニタリ

ングを継続していく能力は有していると考えられる。DOE ギラン州局、DOE アンザリ

事務所、DOE ソメサラ事務所では、事務所間のスタッフの異動はまれであり、通常は

事務所内におけるスタッフ異動であることから、人材については、今後も事務所内に維

持されることが見込まれる。 
(2) 財政的な観点からは、プロジェクト活動が持続するかどうかの見込みは、現時点では明

らかでない。イラン政府は MOJA が実施する国家事業である「アンザリ湿原再生プロ

ジェクト」に 260 億リアル（2010 年）及び 440 億リアル（2011 年）を措置しており、

本プロジェクトに係る DOE ギランの活動予算についてもプロジェクト期間中は DOE
テヘランより直接配賦されていた。しかし、DOE ギランの活動予算は州により配分さ

れることとなり、その配分予測は困難であるうえにタイムリーな支出も期待できない現

状から、DOE によるプロジェクト活動への計画的な予算手当となっているとはいえな

い状況である。さらに、2012 年 7 月から始まる次期イラン会計年度からは、環境モニ
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タリングの継続、AWMC の運営、ゾーニングの実施、環境教育・エコツーリズム実践

のための予算を、DOE が確保する必要がある。  
(3) プロジェクトにより設立された組織であるAWMC の運営と業務については、まだ始ま

ったばかりであり、その安定的な開催及び継続に向けては、今後必要に応じて実務レベ

ルでの調整や運営支援の仕組みを考えていくことが必要である。AWMC は、州知事を

議長、DOE ギラン州局を事務局として、その設立の目的を達成するよう構成されてい

る。その一方で、DOE ギラン州局の中では、AWMC 運営に責任をもつ部署が現時点で

はまだ決まっていない状況である。 
 
４－６ 結論 

湿原の保全は、イラン開発計画の中にも位置づけられ、ラムサール条約など国際的な観点から

も重要であることから、プロジェクトの妥当性は高い。プロジェクトは M/P（2003 年から 2005
年）に基づき効果的に構成されており、2 年半の休止にも関わらずプロジェクト目標の達成に向

け着実に進展していることから、プロジェクトの有効性は高い。プロジェクトは、イラン側・日

本側双方のスタッフによる努力と、両者間の良好なコミュニケーション、円滑な協力により実施

されており、効率性についても高いと判断される。現時点では、プロジェクトによる正のインパ

クトはまだ発現するには至っていないが、2011 年 9 月に署名されたDOE とKIWC の覚書は、将

来の両者の協力・交流に向けた進展である。現時点でのプロジェクトの持続性の見込みは中程度

である。これは、プロジェクト活動を持続し得る技術・人材が育成されたと考えられるものの、

財政面の不確実性と、今後AWMCの持続的な開催を担保していくことが求められるためである。 
以上のことからプロジェクト期間内に組織的・技術的な湿原管理のための基礎システムが構築

され、プロジェクト目標が達成されることが見込まれる。このため、予定どおりプロジェクトを

終了することとする。 
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第５章 提言と教訓 

 
５－１ 提言 

５－１－１ AWMC の適切な運営 
本プロジェクトで構築されたアンザリ湿原管理員会は多数のステークホルダーの連携のも

とアンザリ湿原を持続的に管理していくうえで極めて重要である。したがってプロジェクト終

了後もDOE 並びにギラン州政府の協力のもと、AWMC が引き続き継続的に運営されることが

望まれる。係る目的のため、ギラン州政府、DOE 並びに日本側チームは、以下の点に留意する

べきであり、DOE とプロジェクトはこれらの点の詳細について更に議論を深めることが望まれ

る。 
 

(1) ギラン州政府が責任をもって定期的にAWMC を開催する。 
(2) AWMC 事務局である DOE において、AWMC 運営を所管する部署の特定ないしは

設置することが求められる。 
(3) DOE はAWMC 事務局としてAWMC をギラン州政府との協力のもと適時に開催・

運営する。開催・運営に当たっては湿原マネジメントガイドラインに基づいて実施

することができる。 
(4) マテリアルの更新等、AWMC による承認が必要となる事項を議論するため、

AWMC 下の実務者レベル会合が適時に開催されることが推奨される。その際、DOE
スタッフが技術的知見からイニシアティブをとること、事務局が実務者レベルグル

ープと協力し各種活動の調整を図ることが望まれる。 
(5) 現在作成中の湿原マネジメントガイドラインに基づき、実務者レベル会合から

AWMC への報告、科学技術サブコミッティーにおける議論、AWMC での承認がな

される必要がある。 
(6) JICA イラン事務所はプロジェクトのフォローアップの観点から AWMC の運営を

モニターし、できる限りAWMC に出席する必要がある。 
 
５－１－２ 継続的モニタリング並びに管理体制へのフィードバック 
プロジェクトの上位目標である順応的管理の実践に向け、DOE は継続的に正確な環境モニタ

リングを実施し、ゾーニングや環境教育、エコツーリズムによる湿原利用に伴う影響を測定す

るとともに、その結果を踏まえ AWMC を通じて各種マニュアル・アクションプランを改訂し

ていくことが望まれる。さらに、本プロジェクトでモニタリングを実践した鳥類・水質調査だ

けでなく、マニュアル中で言及されている魚類や微生物等にモニタリング項目を拡張していく

ことが望まれる。 
 
５－１－３ 他の湿原への湿原管理手法の普及 
イランではアンザリ湿原の他複数のモントルーレコード登録湿地があることなどを踏まえ、

プロジェクトで構築したアンザリ湿原の管理手法は地域的近似性が認められるイランないしは

近隣諸国の湿原においても有効であると考えられる。したがって、他の湿原に適用可能な汎用
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性の高い湿原管理マニュアルを作成する、他の湿原管理者をギラン州に招きオンザジョブ・ト

レーニング（On the Job Training：OJT）を実施する、ラムサール地域センターと連携するなど

により、イラン内外の湿原管理に向け本プロジェクトの成果に必要な工夫を加えて普及を図る

ことが望まれる。 
 
５－１－４ 総合的湿原管理システムの構築 

2003 年から 2005 年の開発調査で作成されたマスタープランにおいて、今回のプロジェクト

の成果以外に流域管理、下水・排水管理、廃棄物管理も実施すべきであることが提示されてい

る。そのため、下水処理設備の改善、しゅんせつやセジメントトラッピング4などといった関連

活動についても AWMC を通じイラン実施機関により推進されることが期待される。また、現

在MOJA が実施中のアンザリ湿原再生プロジェクト等、他のプロジェクトとの連携を図ること

も効果的であると考えられる。 
 
５－１－５ 釧路との協力実績の構築 
第 1 回湿原管理委員会において、ギラン州知事及びイラン国日本大使がアンザリ湿原と国別

研修実施先である釧路湿原とのパートナーシップについて言及した。プロジェクトが目指すア

ンザリ湿原の順応的管理の達成のためにも、本パートナーシップは有効であると考えられる。

したがってDOE並びにAWMCはパートナーシップの推進に資する活動を実践していくことが

望まれる。特に、2012 年 6 月の釧路における本邦研修、同年 7 月のラムサール条約第 11 回締

約国会議（11th Conference of the Parties：COP11）等の機会を通じて意見交換を図ることが期待

される。ただし、釧路市が地域行政を所管しており、国際協力のための釧路市の予算が限られ

ていることから、DOE としては継続的な釧路市との協力実績を着実に重ねていくことが求めら

れる。 
 
５－１－６ 予算計画の承認と予算獲得に向けた取組み 
本プロジェクトでは翌会計年度の活動経費を積算し予算計画を作成したが、DOE 本庁はこれ

を審査・承認し、プロジェクトで構築した活動を継続していくために必要な予算措置を講じる

よう、財務省に対し求めていくことが望まれる。 
 
５－１－７ 供与車両のギラン州への配置 
プロジェクト終了後、DOE ギランは最新のアクションプランとマニュアルに則り湿原管理を

実践し、また他州からの研修員に対し研修を実施していくことが期待される。これらの活動に

は本プロジェクト供与機材である車両 2 台を活用する必要があるが、現在このうち 1 台はテヘ

ランで関係機関の調整に使用されている。このため、適切なタイミングで当該車両をギラン州

に再配置することが推奨される。  
 
５－１－８ その他特定の活動・実施体制に関する事項 

(1) プロジェクト期間中に関する提言 

                                                        
4 海水・河川等の水流中の沈降粒子を収集する装置。 
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1) 第 3 回AWMC におけるモニタリングマニュアル、アクションプランの最終化 
湿原モニタリングマニュアルやエコツーリズム・環境教育のアクションプランを第 3

回 AWMC において承認し、最終化する必要がある。承認された文書に基づき、関係機

関が活動を実施することが重要である。 
 

2) 教育省、学校、NGO やプライベートセクターとの環境教育における連携 
DOEギランはプロジェクト終了後に継続的に環境教育を実施していくにあたり、教育

省、学校、NGO やプライベートセクター等の関連機関と連携を図っていくことが推奨さ

れる。このため、プロジェクト期間中に関連機関との関係構築に努めることが望まれる。  
 

3) 関連機関との連携によるエコツーリズムの実施 
 アンザリ湿原エコツーリズム推進協議会を通じて関係機関の役割分担が明確 

になる予定であり、協議会との取決めに基づき協調的にエコツーリズムが推進されるこ

とが必要である。さらに、DOE は民間セクターが小規模施設を利活用しエコツーリズム

を自由に実施することを許可することが求められる。 

 
4) 各種活動の担当部署の特定 

各種活動の実施に必要となる技術や関係機関の連携はプロジェクトを通じて構築され

てきたのに対し、各種活動の担当部署は特定されていない。プロジェクト活動の持続性

を考慮し、AWMC事務局機能、モニタリング、ゾーニング、環境教育やエコツーリズム

それぞれを所管する部署を特定する必要がある。また必要に応じて協力が期待される関

係部署に指示する、担当者がやむを得ず交代する場合に適切な引継ぎを行うなどの対応

が必要となる。  
 

5) キャパシティアセスメント調査の実施 
プロジェクトスタッフのキャパシティディベロップメントの達成度合いを評価するた

め、プロジェクト再開時にキャパシティアセスメント調査を実施しており、現在 2回目

の調査を実施中である。そのため、プロジェクトチームは前回調査と第 2回調査の比較

により教訓を抽出することが期待される。 

 
(2) プロジェクト終了後に関する提言 

1) ゾーニングの運営 
第 3 回 AWMC においてゾーニングマップ並びにゾーン毎の規制に関する草案が承認

される見込みである。承認されたゾーニングマップと規制については、環境モニタリン

グや社会経済調査の結果を踏まえ、AWMC 下の実務者レベル会合において議論し、定期

的に更新される必要がある。また、最新のゾーニングマップは、現在作成中の湿原マネ

ジメントガイドラインに基づき、湿原のゾーニング運営、ワイズユースに活用されるこ

とが望まれる。 
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2) 小規模施設の充実 

本プロジェクトで現地ニーズを踏まえて構築した小規模施設を有効活用するため、

DOE ギランはプロジェクト終了後も施設を維持管理し、必要に応じて拡張していくべき

である。 
 

3) 定期会合の継続 
プロジェクト期間中開催されてきた隔週会合は、プロジェクトチームの連携強化、プ

ロジェクトマネジメントの円滑化に寄与したと考えられる。したがって、プロジェクト

終了後も定期会合を継続させていくことが望まれる。  
 

(3) プロジェクト終了後の活動への日本側の関与 
1) プロジェクトの活動への必要な支援 

本プロジェクトの成果は将来的に更なる展開の余地があり、他の湿原への普及・適用

も可能であると考えられることから、日本側は上記 2）から 5）に関連する活動等に対し

て必要な支援を検討していくことが期待される。 
 

2) 日本側機関によるプロジェクト終了後の活動モニタリング 
   プロジェクト終了後、プロジェクト成果を見極め、持続性の向上を担保するため、

JICAイラン事務所をはじめとする日本側の関係機関がAWMCの実施状況を確認する

など、プロジェクト活動が継続されているか一定期間モニタリングしていくことが推

奨される。 
 

５－２ 教訓 

５－２－１ プロジェクトの当初計画を超えた柔軟な活動の実施 
本プロジェクトでは期間中に浮上した、当初計画で想定していなかった取り組みに対する現

地ニーズに柔軟に対応してきたが、このことはプロジェクト目標を円滑かつ十分に達成させ、

またプロジェクトの持続性を高める上で極めて効果的であった。たとえば、1） アンザリ湿原

と釧路湿原の交流の促進、2） アンザリ宣言の採択、3） ラムサール条約COP11 での発信、4） 
スタディツアーの実施、5） 湿原マネジメントガイドラインの策定等が挙げられる。これらの

活動はプロジェクトの実施を促進し、持続性を高めてきたと考えられ、プロジェクト実施時に

当初計画で想定していなかった活動を通じてプロジェクトの成果を向上させる重要性を示唆す

るものである。 
 
５－２－２ 高位の関係者の関与 
本プロジェクトにおける重要な成果の 1 つとして AWMC への多様なステークホルダーの参

加を実現させたことが挙げられるが、これにはギラン州知事並びに日本大使が第 1 回 AWMC
に参加したことが大きく寄与した。そのため、特にイランにおいて案件を実施する場合は双方

の高位の関係者の協力を促すことが極めて効果的であると考えられる。こうしたアプローチは

草の根レベルの活動を支援するハイレベルの意思決定にもつながりうる。 
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５－２－３ C/P に対する視覚的な技術指導の必要性 
一般に、日本の技術協力はプロジェクト終了後の持続性を確保するためOJT 形式で行われて

おり、C/P のキャパシティディベロップメントや日本人専門家との信頼関係構築の面で効果を

挙げている。しかしながら、管理職の職位にあるスタッフ等が、日本人専門家による日常的な

実務指導に触れる機会を多く持たない場合、こうした技術協力の見えにくさが実施上の弊害と

なるケースがみられる。したがって、講義やセミナー、プレゼンテーションを行う等といった

目に見える指導を行うことによって、管理職スタッフに日本人専門家の技術や知見を明示する

ことも、プロジェクト活動への理解を深め、持続性を高めるために効果的であると考えられる。  
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主要面会者リスト 
1 Iranian Side 
1) Counterparts (DOE) 

 Mr. Masoud Bagherzadeh Karimi Deputy Director General on Wetland, Ramsar Conv. 
STRP National Focal Point (Project Manager) 

12 May 

 Ms. Elahe Kalantari Gilan, Expert of Education Section (Deputy Project 
Manager) 

14 May 

 Mr. Mahmuoud Farajpour Gilan, The Head of Public Relation Section (Institutional 
Development) 

14 May 

 Mr. Shahin Javadi Gilan, Expert of Natural Resources and Biodiversity 
(Ecotourism) 

14 May 

 Ms. Homeira Safari Gilan, Expert of Natural Resources and Biodiversity 
(Ecotourism) 

14 May 

 
Mr. Amir Abdoos Gilan, Director General of Gilan Province Environment 

Protection Administration (Provincial Project 
Coordinator) 

14 May 

 Mr. Akbar Mighi Anzali, The Head of Environment Protection 
Administration (Wetland Management/Monitoring) 

15 May 

 Mr. Seyyed Hassan Jafari Anzali, Environment Protection Administration Expert  
(Wetland Management/Monitoring) 

15 May 

 Ms. Azam Mirroshandel Gilan, The Head of Laboratory (Wetland 
Management/Monitoring) 

15 May 

 Mr. Abbas Hassanpour Gilan, Expert of Natural Resources and Biodiversity 
(Zoning) 

16 May 

 Mr. Hossein Alinezhad Deputy Director, Natural Resources and Biodiversity 16 May 
 Mr. Abbas Ashouri Expert, Natural Resources and Biodiversity 16 May 

 Dr. Asghar Mohammadi Fazel Deputy Head of Directorate for Natural Environment, 
(Project Director) 

19 May 

 Mr. Ali Ansari Expert for International Affairs and Conventions, Tehran 19 May 
 Mr. Naser Moghaddasi DG of Protected Area and Wetland, Tehran 19 May 
 Mr. Ghorbani Markieh Alireza Head / Department of Environment of Swemesara City 22 May 
 Mr. Nader Safarzade DOE Anzali 23 May 
    
2) Stakehoders (Other organizations) 
 Mr. Ahmad Zare Ganjarudy MOJA 21 May 
 Mr Sadegh Sadeghi Zadegan DG of Ramsar Regional Center 26 May 
    
2  Japanese Side 
1) Experts and Project staff 
 Mr. Shin-ichiro Tanimoto Chief Advisor 13 May 
 Mr. Hitoshi Watanabe Zoning / Environmental Education 13 May 
 Mr. Tomoo Aoki Deputy Chief Advisor / Institutional Development 14 May 
 Mr. Peiman Hajishafieiha Interpreter 14 May 
 Ms. Mozhgan Naderi Interpreter 14 May 
 Mr. Kamyar Kiabi Driver and logistics 14 May 
 Ms. Hamideh Aliani GIS expert 14 May 
 Mr. Takashi Kaji Ecotourism 20 May 
 Mr. Meisam Jafari GIS expert 21 May 
 Mr. Arash Bahmanpour GIS expert 21 May 
    
2) JICA Office 
 Mr. Yasuto Takeuchi Chief Representative 12 May 
 Mr Hideki Yukihira Project Formulation Advisor 12 May 
 Mr. Kenta Ono Representative 12 May 
 Mr. Ramin Bgher Staff  12 May 
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団長所感 
 
（１） プロジェクトの達成事項 

本プロジェクトでは、予定されていた5つの成果について、ほぼ達成の見込みとなっており、

したがって、プロジェクトの目標も達成の見込みである。そのなかでも特に重要な成果につい

て以下に挙げる。 
 

●アンザリ湿原管理合同委員会 
（委員会の意義） 
 湿原の存する地方自治体あるいは地方政府を中心に共同の管理組織を発足させることは、湿

原の適正かつ持続的な管理（いわゆるワイズユース）に資するものであり、ラムサール条約加

盟国では、わが国をはじめ、先進各国で取り組まれている事柄である。（イラン国内でも事例

がないという）そのような先進的な取り組みが行われたことは、特筆すべきことであり、実現

にこぎつけた専門家、DOE 関係者に敬意を表したい。 
 今後、本取り組みが、イラン国内外の湿原管理により良いインパクトを与えることを期待し

たい。 
 

   ●環境モニタリング手法の確立、環境教育、エコツーリズムの導入 
今回のプロジェクトで、環境モニタリング手法がマニュアル化される。また、環境教育、エ

コツーリズムについては、アクションプランが策定されることに加え、普及用の教材等も作成

された。これらは、DOE にとって湿原管理や普及活動を行うにあたって、これまでになかっ

た有効なツールとなる。 
今後は、DOE ギランが中心となって、これらのアウトプットを上述の湿原管理合同委員会

の運営、具体的な活動の実施に役立てていくとともに、アンザリ湿原内でのさまざまな活動を

実践していくこととなる。 
 

   ●ゾーニングと社会経済条件調査 
人間の生活環境に極めて近く、かつ多様なリソースを持つ、アンザリ湿原では、想像以上に

多くのステークホルダーが存在している。このような湿原におけるゾーニングは、湿原管理の

基本的な課題であるとともに、十分かつ慎重な合意形成が必要とされることから、今回のプロ

ジェクトでも最終的なゾーニングは、プロジェクト終了後の作業とされている。 
そのように多様なステークホルダーの中でも、湿原に日常的に関与し、依存している狩猟者

や狩猟区保有者は、湿原をよく知る立場にある。プロジェクトにより、彼らに対する社会経済

条件調査が、参加型手法を利用した NGO によって行われ、地域の実情がゾーニング案等に反

映されていることは、極めて重要である。 
DOE のアンザリ事務所長も狩猟者たちを取り締まるだけではなく、湿原の現状と環境保全

の必要性を理解してもらうことが、湿原の適正な管理につながると発言しており、このような

認識を DOE の上層部も共有することが不可欠である。 
 
（２） プロジェクト実施にかかる貢献 

本プロジェクトは、中断を挟み、2011 年 4 月に再開された後、この 5 月まで 13 カ月が経過

しているが、その間短い期間の中で、プロジェクト達成の見込みをたて、湿原管理合同委員会

という重要な成果を生み出している。その要因について、日本側、イラン側、それぞれの貢献

を以下に記す。 
【日本側】 

今回のプロジェクトにおける C/P 機関関係者の理解度、主体性、取り組み意欲も並々ならぬ

ものがある。これは、再開後、多様な関係者とのコミュニケーションを着実に行い、成果に至

るさまざまな活動を緻密に組み立て、本邦研修などを効果的に活用してきた、日本人専門家の

努力と工夫によるところが大きい。また、M/P 作成時と同じコンサルタントが従事しているこ

とも信頼関係の醸成に貢献したと思われる。 
加えて、今回、湿原管理合同委員会が発足できたのは、駒野大使がご臨席されるということ

で、知事の出席が確定したことが大きかったと、駒野大使のご臨席に感謝している旨、DOE
ギラン州局長が発言していたことを付記しておきたい。 
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【イラン側】 

プロジェクトの中断については、現 DOE ギラン州局長から非公式ではあるが、当時の局長

の理解不足、判断ミスである旨が言及された。その後、後任となった現局長は、プロジェクト

の趣旨を理解し、C/P をよくまとめ上げ、ギラン州政府とも困難な調整を行うなど、リーダー

シップを発揮した。この局長の存在もまた、プロジェクトの目標達成に大きく貢献したといえ

る。 
 
（３） フォローアップ協力の検討 
   ●プロジェクトの成果の拡大及び深化 

今回のプロジェクトの成果である環境モニタリングシステム、環境教育、エコツーリズムと

の連携は、いずれも、イランにおいては、湿原管理における先進的な取り組みである。これら

をイラン国内の他の湿原に普及していく意義は大きく、イラン側からのその要望が出されてい

る。 
また、アンザリ湿原においては、順応的管理システムの構築や総合的湿原管理といった上位

目標の達成に向けての取り組みも必要かつ重要なテーマであり、これらについても、フォロー

アップの検討を行う意義はあると思われる。 
いずれにしろ、イラン側の要望も踏まえ、１）当年度の在外事業強化費の追加配賦による対

応、２）来年度のフォローアップ事業による対応、３）（来年度以降の）技術協力による対応、

のなかから、選択することになろう。 
イラン側の要望については、上述の１）から３）を踏まえた、具体的な提案については、今

回の滞在中には提出されるに至らなかった。今後、プロジェクト専門家及び JICA 事務所にも

協力いただきつつ、早急に具体化を図ることが望ましい。 
なお、5 月 27 日・28 日に開催された第 1 回全国湿原会議では、国家レベルで管理計画を策

定する取り組みを行っているイラン北部のウルミア湿原が紹介された。今後の協力を検討する

うえでは、このような国家レベルで管理計画を策定するもの、地域レベルで管理計画を策定す

るものの政策上の位置づけについて、改めて把握しておく必要がある。 
 

   ●ラムサール条約地域事務局との連携 
今回の滞在中、ラムサール事務局の西アジア、中近東を管轄するイラン地域事務所所長のザ

デガン氏と面談を行った。ザデガン所長からは、アンザリプロジェクトの成果を地域事務所で

も活用したいとして、JICA との連携について要請がなされた。JICA では、全世界にあるラム

サール条約登録湿地のいくつかで協力を行っており、ラムサール事務局本部との連携協定の締

結も視野に入れていることから、イラン地域事務所とも連携関係を構築したい旨発言した。 
具体的な要望としては、管轄国の担当者を集めての国際セミナーなどが想定される。地域事

務所としては、担当者を招聘する予算は確保しているとのことであり、講師となる日本人専門

家やワイズユースの実践を行っている釧路国際ウェットランドセンターの関係者の招致する

アイデアが出された。 
ザデガン氏及び面談に立ち会った DOE のカリミ氏は、7 月にルーマニアで開催されるラム

サール条約 COP11 に参加する予定であり、また、カリミ氏は 6 月に本邦研修が予定されてい

る。これらの機会を通じて意見交換を行い、協力内容について具体化を行うことが望ましい。 
 
（４） イラン側の実施能力 

今回の調査を通じて、イラン側関係者の行政担当者としての政策にかかる理解、責任感、実

務能力の高さを実感した。また、現場技術者としての専門能力、使命感、向上心も水準以上の

ものを感じた。これらが、今回のプロジェクトの目標達成に貢献したことは、疑いのないこと

である。一般的にイランの行政関係者は、JICA が協力を行っている開発途上国の中でも有数

の潜在能力を持っていると思われる。今後、フォローアップを検討する際にも、この点につい

ては、十分考慮する必要がある。 
他方、今回のプロジェクトでも先方の政治的駆け引きとも思われる事由により、プロジェク

トが中断したほか、再開後も行政の縦割りやそれに起因する調整業務に忙殺されることもあっ

た。また、ボトムアップの手法が一定程度機能する一方で、トップダウンの傾向も根強く、プ

ロジェクトの運営には、不安材料も多いのが事実である。このような側面については、事前に
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予測することがほとんど不可能であるため、あらかじめ、日本側の関係者で、情報収集を行い

つつ、不測の事態に備える体制も必要であろう。 
なお、「不測の事態に備える体制」の準備について、PDM の性格やコンサルタントとの契約

上、どのような工夫ができ得るかは、課題担当部としても検討したい。 
 
（５） その他 
   ●第 1 回全国湿原会議（5 月 27 日、28 日） 

調査団滞在中の 5 月 27 日、28 日に第 1 回となる全国湿原会議（National Wetland Conference）
が開催された。開会式には、主催者であるモハマド・ザデ副大統領兼 DOE 長官があいさつを

行い、湿原の重要性と適切な管理の必要性を強調した（JICA は、UNDP 等とともに後援）。 
会議では、湿原にかかる国内の研究成果が報告された（アンザリ関連は 6 件）ほか、パネル

ディスカッションも複数開催された（調査団としては、初日の午前中のみ参加）。 
初日のパネルディスカッションでは、イラン国最大の湿原であり、乾燥化の危機にあるウル

ミア湿原が紹介された。ウルミア湿原では、UNDP の協力を得て、政府による湿原管理計画の

策定により、ゾーニング、環境教育の取り組みが行われているようである。プロジェクトの進

捗は、アンザリのそれと同程度のようであるが、政府レベルの管理計画と地域レベルの管理計

画をどのように両立させるのか、イランの湿原管理政策を知るうえでも重要な点であり、かつ、

フォローアップを検討するうえでは、不可欠な情報であることから、この点については PM で

あるカリミ氏に、情報提供を依頼した。 
 
   ●アンザリ湿原にかかる関係者ワークショップ（5 月 26 日） 

前述の全国会議に先立ち、アンザリ湿原のプロジェクト紹介のワークショップが DOE で開

催され、全国の DOE 関係者及び調査に関わった NGO、アンザリを対象に研究を行っている大

学生ら約 30 名が参加した（調査団含む）。 
プロジェクトの経緯、コンセプト、具体的な活動、社会経済条件調査の結果、日本の水質モ

ニタリングの手法などが紹介、共有された。地方の DOE からの参加者等、プロジェクトへの

関心も高く、活発な意見交換が行われた。 
今後、このような枠組みが、プロジェクトの成果の普及につながることを期待したい。 
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